
公告第１８号

　　次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。
　　
　　令和7年6月9日

分任契約担当官
陸上自衛隊与那国駐屯地
第４４２会計隊長　荒木　渉

１ 工事概要 

(1) 工事名 　：

(2) 工事場所：

(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。 

(4) 工期　　：

(5)　本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。

２ 競争参加資格 

(1) 　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定
 　に該当しない者であること。

(2)　防衛省における令和７・８年度年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）
　のうち、2(4)に示す級別の格付を受け、沖縄防衛局 に競争参加を希望していること（会社更生法（平成14
  年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律
  第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別
  の格付を受けていること。）。 

(3) 　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開
 　始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。 

(4)　以下の表の示す防衛省参加資格の等級(資格審査結果通知書の記3の等級）以上であること
格付

D

(5)　平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち上記2(4)の工事
　　を施工した実績を有すること　（建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上のもの
 　 に限る。）。 
　　　なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（契約担当官等が属する
　防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部
　海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕
　僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及
　び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。）（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した
　工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計（以下「評定
　点合計」という。）が65点未満のものを除く。
　　また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当す
　るものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。

(6)  (5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事
　（平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。）の者又は提出する工程表の工程管理に対する
　　技術的所見が適切である者。

駐屯地環境整備工事

陸上自衛隊与那国駐屯地

用途(土木一式)

入札公告(土木工事)

草刈り除草及び外柵の撤去・設置

工事区分
土木工事

令和7年12月19日（金）まで



(7) 　次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事に
  　配置できること。 
　   　ア　本工事の施工に必要な資格を有する監理技術者等を配置できること
　　　　
　　　 イ　平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である（原則、着工から
　　    　完成まで従事している。）。 
　　　　　　なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧
　 　　　防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のもの
　　　　 を除く。また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象
　　　　工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
　　　 ウ　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 

(8)　 一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）
 　の提出期限の日から開札の時点までの期間に、沖縄防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止
   等の措置要領について」（防整施（事）第150 号。28．3．31）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(9)　第４４２会計隊が発注した「２(4)と同種の工事」のうち2022年度以降2024年度までに完成・
　 引き渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65 点
　　以上であること。

(10)　 上記１に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合においては、当該共同体
 　 の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者で
　　ないこと。 

(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者
　 のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。 

(12) 沖縄防衛局の管内に 2(4)の工事区分に対応する工事業許可に基づく本店、支店又は営業所
   が所在すること。

(13) 　都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該
　　　状態が継続している有資格業者でないこと。

(14)　情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務従事者若しくは親会社等
　　の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に
　　保証されない国または、地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定
　　されている国または地域に該当する者は入札参加を認めない。

３ 入札手続等 

(1) 担当部局 

〒９０７－１８０１
沖縄県八重山郡与那国町与那国３７６５－１
陸上自衛隊与那国駐屯地　業務隊管理科営繕班

担当　　荒木 担当　小丸
TEL　０９８０－８７－３７７１（内線３４６） TEL　０９８０－８７－３７７１（内線４３９）
FAX  ０９８０－８７－３７７９（直通）

(2) 入札説明書の交付期間等 
　ア 交付期間 ：
　 （行政機関の休日に関する法律第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）
  　を除く。）　の毎日、午前8時30分から午後5時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 

　イ 交付場所 
 　　 3(1)①の担当部局及びホームページ上において交付を行う。 

(3) 申請書及び資料の提出期限等 
　ア 提出期限：
　イ 提出方法 ：3(1)①の担当部局に持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託送
　　（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵送等」という。）する。 

(4) 入札書の受領期限等 
　ア　受領期限：令和7年7月10日（木）
　イ 提出方法：3 (1)①の担当部局に持参又は郵送等する。 
　ウ　郵送による場合は、郵送した旨の連絡をすること及び現着(担当者)の手元に届いた旨を業者の責任に
　　おいて確認すること

令和7年6月10日（火）　から　令和7年6月24日（火）　まで

令和7年6月24日（火）午後5時00分まで

陸上自衛隊与那国駐屯地　第４４２会計隊

〒９０７－１８０１
沖縄県八重山郡与那国町与那国３７６５－１

②仕様書に関する問い合わせ先①入札及び契約事項に関する問い合わせ先



(5) 開札の日時及び場所 
　ア 日時 　　  ：
　イ 場所 　　　：陸上自衛隊与那国駐屯地　会計隊入札室

４ その他 
(1) 　手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 　入札保証金：免除 

(3) 　契約保証金 ：免除
　　　　ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に
　　  関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）である場合において当該契約不適合
　　　を保証する特約（２年間）を付したものに限る。）を付するものとする。
　　　　この場合の保証金額は、請負代金の10 分の３以上とする。

(4) 　入札の無効 
　　　次に掲げる入札は無効とする。 
　　   ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 
　　　 イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 
　　　 ウ 入札金額、入札者氏名及び押印が判明しがたい入札
　　　 エ 暴力団排除に関する制約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
　　　 オ その他入札に関する条件に違反した入札 

(5)　 落札者の決定方法
　　　予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な
 　 入札を行った者を落札者とする。
　　　 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がな
　  されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと
  　となるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入
 　 札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

(6)　 配置予定監理技術者の確認
　　  落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の 監理技術者等の専任制違反
   の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 
 　　なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の監理技術者等の　　
　 変更を認めない。 　　

(7) 　落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基
  　準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第86条の調査 （以下「低入札価格調査」という。）を行う
　  ので、協力しなければならない。 

(8) 　専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって
　 契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。

(9) 　入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事
 　 等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 

(10) 契約書作成の要否 ：要　

(11) 関連情報を入手するための照会窓口： 上記３(1)①に同じ。 

(12) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 
　　　上記２(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記３(3)により申請書及び資料を
　　提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、
　　競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

(13) 詳細は、入札説明書による。 

令和7年7月11日（金）午前10時00分



 
　　第４４２会計隊の駐屯地環境整備工事に係る入札公告(土木工事)に基づく入札等
については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

１ 　入札公告日 ：

２ 　契約担当官等 
　ア　契約担当官： 分任契約担当官　陸上自衛隊与那国駐屯地　第４４２会計隊長　荒木　渉
　イ　住　所： 〒９０７－１８０１　沖縄県八重山郡与那国町与那国３７６５－１

３ 工事概要 
(1) 工事名 ：

(2) 工事場所 ：

(3) 工事内容及び工事範囲 ：別冊図面及び仕様書のとおり

(4) 工期 ：

(6) その他 
　　ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 
　  イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、
　 　 別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。

４ 競争参加資格 
(1)  予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者
  であること。

(2)　防衛省における令和７・８年度年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、
　4(4)に示す級別の格付を受け、沖縄防衛局 に競争参加を希望していること（会社更生法（平成14年法律第154号）
  に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開
  始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。）。 
 
(3)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立て
  がなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者を除く。）でないこと。 

(4)　以下の表の示す防衛省参加資格の等級(資格審査結果通知書の記3の等級）以上であること
格付

D

(5) 使用する主要な資機材 ：

工事区分
土木工事

入 札 説 明 書 

令和7年6月9日（月）

駐屯地環境整備工事

陸上自衛隊与那国駐屯地

令和7年12月19日（金）まで



(5)　平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち上記4(4)の工事を施工した
　　実績を有すること　（建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上のものに限る。）。 
　　　なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（契約担当官等が属する防衛省本省の
　　内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕
　　僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚
　　長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同
　　じ。）（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において
　　実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について（施本建第220号（CCP）。13．12．9）に基づく施工
　　成績評定通知書（以下「施工成績評定通知書」という。）並びに工事成績評定要領について（施本建第134号（C
　　CP）。19．７．30）、工事成績評定要領について（経施第4404号。21．３．31）、工事成績評定要領について（防整
　  技第15542号。27．10．1）又は工事成績評定要領について（防整技第7160号。28．３．31）に基づく工事成績評
　　定通知書（以下「工事成績評定通知書」という。）の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを
　　除くこと。
　　　また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するもの
　　である場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
　　　工事成績相互利用登録機関及び工事成績評定相互利用対象工事は属表第１のとおりである。

(6)  (5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事　（平成13年
　　12月25日以降に完成した工事で65点以上。）の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切
　　である者。

(7)　 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を当該工事に配置でき
　　 ること。
　   　ア　本工事の施工に必要な資格を有する監理技術者等を配置できること
　　　　

　　イ　　平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。
　　　　　（原則、着工から完成まで従事している。） 
　　　　　　なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支
　　　　　局を含む。）の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。また、経験が工事成
　　　　　績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その
　　　　　成績が65点未満のものを除く。
　　ウ 　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 
　　エ　 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示すること
　　　 ができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 

(8)  　一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提
　  出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領につ
 　 いて（防整施（事）第150号。28.３.31）（以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。

(9)　第４４２会計隊が発注した「4(4)と同種の工事」のうち2022年度以降2024年度までに完成・引き渡しが完了
　 引き渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65 点
　　以上であること。

(10)　 上記(3)１に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合においては、当該共同体
 　 の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者で
　　ないこと。 

(11) 　入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該当する者のすべてが
　 　共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。）。 
　　　　なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第６条第２項の規
　 　定に抵触するものでない。 



　　　　ア　 資本関係 
   以下のいずれかに該当する二者の場合。  

   　　   (ｱ)　子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２の規定による子会社等を いう。 以下同じ。）と
              親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合

(ｲ)　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
 イ  人的関係

   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、 (ｱ)については、会社等（会社法施行規則（
          　 平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（
           平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平
           成1４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。
    　　 (ｱ)  一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以
              下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
　　　　　ａ  株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
         　　(a)  会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である 取締役
        　　 (b)  会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
       　　  (c)  会社法第２条第１５号に規定する社外取締役
        　　 (d)  会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている
          　　 取締役      　　
     　    ｂ  会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
     　　  ｃ  会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第５
          　９０条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）      　
      　   d  組合（共同企業体を含む。）の理事
     　　  e  その他業務を執行する者であって、ａからｂまでに掲げる者に準ずる者
   　 (ｲ)  一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７条第 １項の規定
        　により選任された管財人（以下管財人という。）を現に兼ねている場合
　　  (ｳ)  一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
　　ウ　その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

　   組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係が
　　 あると認められる場合

(12) 沖縄防衛局の管内に 4(4)の工事区分に対応する工事業許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。

(13) 　都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が
　　 継続している有資格業者でないこと。

５　 設計業務等の受注者等
　　上記４(10)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者
　である。
　　　　ア 　当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える
　　　　　出資をしている建設業者
　　　  イ　 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者

６　担当部局 

〒９０７－１８０１ 〒９０７－１８０１
沖縄県八重山郡与那国町与那国３７６５－１ 沖縄県八重山郡与那国町与那国３７６５－１
陸上自衛隊与那国駐屯地　第４４２会計隊 陸上自衛隊与那国駐屯地　業務隊管理科営繕班
担当　　荒木 担当　小丸
TEL　０９８０－８７－３７７１（内線３４６） TEL　０９８０－８７－３７７１（内線４３９）
FAX  ０９８０－８７－３７７９（直通）

①入札及び契約事項に関する問い合わせ先 ②仕様書に関する問い合わせ先



７　 競争参加資格の確認等 

(1)　 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料
  （以下「申請書等」という。）を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 
　　   また、４(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、４(1)及び
　 (5)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において４(2)から(4)までに掲げる事項を満たしていることを
　条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 
 　　当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記４(2)及び(4)に掲げる事項を満たして
　いなければならない。 
　　 なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することが 
　できない。
　申請書等の提出は、次に示すとおりとする。 
　　　ア 提出期間 ：

（行政機関の休日を除く）の毎日午前8時30分から午後5時まで
（正午から午後１時までの間を除く。） 

　　　イ 提出方法持参又は郵送等で提出すること。 
　　　ウ 提出場所：上記５①に同じ。 

(2) 　申請書は、属紙第１により作成すること。 

(3) 　資料は、次に従い作成する。 
　　　なお、アの実績及びイの経験については、平成22年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでい
　 るものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績（属紙第２）」に記載する工事及び「配置予定の技術者（属紙
　第３)に記載する工事が、平成22年度以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)
  の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。
　　　ア　 同種の工事の施工実績 

　　　　上記４(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を１件記載する。記載様式は属紙第２
　　　　　とし、図面、写真等を引用する場合も含め、Ａ４版１枚に記載する。
　　　イ　 配置予定の技術者 
　　　　　 上記４(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時におけ
　　　  る他工事の従事状況等を、別紙第4に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は１件でよい。 
　　　　　 なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。
　　　　　 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の
　　　  工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書
　　　　を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術
　　　　者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停
　　　　止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 
　　　　　入札書の提出後、落札者決定までの期間（予決令第86条の調査（以下「低入札価格調査」という。）期間を含
　　　　む。）において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ち
　　　　にその旨の申し出を行うこと。この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。
　　　　　 落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指
　 　　 名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

ウ　工程表
　　　　　 アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した旧防衛施設局等の施
　　　　工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を
　　　　属紙第４に記載すること。
　  　エ 　契約書の写し等 
　　　　　　施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。
　　　　　ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ－の「工事実績情報サ－ビス（CORINS）」に登録され
　　　　  ている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 

(4) 　 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、FAX、電子メール又は郵送等により

令和7年6月24日（火）午後5時00分まで

　　　令和7年6月26日（木）までに通知する。



(5)　情報保全に係る履行体制についての確認
　　　令和２年４月１日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成（完了）した実績を有している者は
　 様式第1（運用通知の別紙様式第１）の誓約書を提出し、有していない者は別紙様式第2（運用通知の別紙様式第２）
　の誓約書を提出すること。

(6) 　その他 
　　ア　申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
　  イ　 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 
　　ウ   提出された申請書等は、返却しない。 
　　エ   提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 
　　オ   申請書等に関する問い合わせ先：上記６①に同じ。 

８ 　競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1)　 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、
　 次に従い説明を求めることができる。 
　　ア 提出方法
　　　 書面（様式は自由とする。）を上記６に持参するものとし、郵送等によるものは受け付けない。
　　イ 提出期間
　　　 上記７(5)の通知の日から令和7年7月1日（火）まで（行政機関の休日を除く。）の毎日
　　午前８時３０分から午後５時00分まで（正午から午後１時までの間を除く。）。
 　　ただし、最終日は午後5時00分まで

(2) 　契約担当官等は、(１)により説明を求められたときは、令和7年7月3日までに説明を求めた者に対し書面により
　　回答する。

９　 入札説明書に対する質問 

(1) 　入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。 
　　　ア 　書面（様式は自由とする。）を上記６①に持参又は郵送等により提出する。
　　　イ 　提出期間：
　　　　　（行政機関の休日を除く。）の毎日、午前8時30分から午後5時まで。（正午から午後１時までの間を除く。）。
 　　　　　ただし、最終日は午後5時00分まで。郵送等による場合は提出期限前日の午後５時00分必着。

(2) 　(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。 
　　  ア 　期　間　：
　　　　　（行政機関の休日を除く。）の毎日、午前8時30分から午後5時まで。（正午から午後１時までの間を除く。）。
　　　イ 　提出場所：上記６①に同じ。 
 
10　入札方法等 
(1) 入札書の提出方法等 
　　ア 　提出期間： 令和7年7月10日（木）
　　　　　午前8時30分から午後5時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 
　　イ 　提出場所 ：  上記６①に同じ。 
　　ウ 　提出方法 
　　　　 入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時
　　　及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを１つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に
　　　入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。また、一般競争参加資格確
　　  認通知書又はその写しを提示又は同封する。 
　　　  また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部局に電話連絡
　　　する。 
　　　  なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞
　　退したものとみなす。 

令和7年6月11日（水）　から　令和7年7月2日（水）まで

令和7年7月7日（月）　から　令和7年7月10日（木）まで



(2) 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金
　　額に １円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費
　  税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の
　  100に相当する金額を入札書に記載する。 

(3) 入札回数は、原則として２回を限度とする。ただし、２回目の入札において落者がいない場合は、３回目の入札を
　執行する場合もある。なお、予決令第９９条の２の規定による随意契約は、特別な場合を除き適用しない。

11 入札保証金及び契約保証金 

(1) 　入札保証金：免除 

(2) 　契約保証金 ：免除
　　　　ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又は品質に
　　  関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）である場合において当該契約不適合
　　　を保証する特約（２年間）を付したものに限る。）を付するものとする。
　　　　この場合の保証金額は、請負代金の10 分の３以上とする。

　
12　工事費内訳明細書の提出 

(1) 　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなけれ
　　ばならない。 

(2)　 工事費内訳明細書の作成方法 
　　　ア  交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目（直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費
　　 　 等）を記載することとする。また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要（土木工事に
  　　 あっては規格・寸法、数量、） 単位、単価、金額等を記載したものとする。
　 　 イ　 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。 
　 　 ウ  工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名（紙入札
　　　 方式による場合は、必ず押印する。）並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所
　　　 及び代表者氏名を記載しない。 

(3)　 工事費内訳明細書の提出方法等 
　　　ア　提出期間：上記10(1)アに同じ
　　　イ　提出場所：上記10(1)イに同じ
　　　ウ  提出方法：上記10(1)ウに同じ

(4)　 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。 

(5)　 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。 

(6) 提出された工事費内訳明細書の確認の結果、属表第２の各項に該当する場合
は、入札心得書に規定する
　「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。

(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。

(8) 　提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。 
   　この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。 

(9)　 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。 



13 　開札 
(1)　 開札の日時及び場所 
　　　ア 　開札日時 ：
　　　イ　 開札場所 ： 陸上自衛隊与那国駐屯地　会計隊入札室

(2) 　開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
　　　ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせ
　　て行う。 

(3) 　開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。 

(4) 　(3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認
　　するものとする。

(5) 　第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、発
 　注者から連絡する。

(6)　情報保全に係る履行体制についての最終確認
　　 入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、様式第３（運用通知
　の別紙様式第３）から様式第６（運用通知の別紙様式第６）までの資料を求めることがある。提出期間は、資料提出要請
　の日からおおむね３営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。
　　提出された資料では情報保全に係る履行体制について 適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料
　を求めたりヒアリングを行うこともある。
　　提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報
　保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者
　の入札を無効とすることがある。

14 　入札の無効 
(1)　 次に掲げる入札は無効とする。 
　　ア　本公告において示した競争参加資格のない者のした入札
　　イ　申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
　　ウ  現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札
　　　　なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時点において上記４に掲げる
　　資格のないものは競争参加資格のない者に該当する

(2) 　(1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

15　 落札者の決定方法 
(1) 　予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った
　　者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履
　　行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと
　　なるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の
　　者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

(2) 　(1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじへ移行する。
　 くじの実施方法等については、発注者から指示をする。 

(3) 　落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準（以下「調査基準価格」という。）
　を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。

令和7年7月11日（金）午前10時00分



16 　配置予定監理技術者の確認 
　　　落札者決定後、発注者支援デ－タべ－ス・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が 確認
　 された場合、契約を結ばないことがある。 
　　　なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変
　 更を認めない。 病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、４(7)に掲げる基準を満たし、
　 かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

17 　別に配置を求める技術者 
　　　専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約
 　する場合においては、契約の相手方が第４４２会計隊で入札日から過去２年以内に完成した工事
   あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４(7)に定める
　 要件と同一の要件（４(7)イに掲げる工事経験を除く。）を満たす技術者を、専任で１名現場に配置することとする。

(1)　 ６５点未満の工事成績評定を通知された者 

(2) 　契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。
　　ただし、軽微な手直し等は除く。 

(3)　 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。 

(4) 　自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 
　　　なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
　　　また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約
　 担当官等に通知することとする。 

18 　入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する
　よう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。

19　契約書作成の要否等
　　　別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

20　 支払条件 前金払：応じない
中間前金払又は部分払：応じない

21 火災保険付保の要否：不要

22　 再苦情申立て 
　　　契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は８(2)の回答を受けた日の翌日
　　から起算して7日（行政機関の休日を除く。）以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行う
　  ことが できる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 
(1) 　提出期間： 
　　 （行政機関の休日を除く。）の午前8時30分から午後5時までに行うこと。 

(2) 　提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先：上記５①に同じ　　

23　 関連情報を入手するための照会窓口 ：上記6①に同じ

24 　その他 
(1) 　入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 　入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守する。 

(3) 　申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

令和7年7月18日（金）



(4) 　落札者は7(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。

(5) 　代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。



別紙第1

分任契約担当官
陸上自衛隊与那国駐屯地
第４４２会計隊長　　　荒木　渉　　殿

住 所
商号又は名称
代表者氏名　　印

 　　　　令和7年6月9日付けで入札公告のありました駐屯地環境整備工事に係る
　　　競争参
加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
　　　　なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する者でないこと、
　　　入札説明書４（１０）、（１１）の条件を満たすこと及び添付書類の内容について事実と相違と相違ないこと
　　　を誓約します。

１ 入札説明書７(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面

２ 入札説明書７(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面

３ 入札説明書7(3)エに定める契約書の写し
（契約書の写しの提出を求める場合のみ）

４ 入札説明書7(3)ウに定める工程表を記載した書面
（工程表の提出を求める場合のみ）

以上

注） ４項は提出者のみ記載して下さい。

記

一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書　(例)



別紙第2

会社名

工

事

名

称

等

工

事

概

要

注）　　１ 　必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

　　　　 ２　 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

　　　　　　「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

　　　　　　「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

　　 　　３　記載する工事が、平成22年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、

　　　　  当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

CORINS登録の有無

（都道府県名、市町村名を記入する。）

令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

単体／ＪＶ（出資比率）

（市街地・軟弱地質等）

　　　有（CORINS登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）　　　　　　 無

構造形式

規模・寸法

使用機材・数量

施工条件

その他

発注機関名

百万円単位

工事場所

契約金額

工期

受注形態

同種の工事の施工実績　(例)

工事名



別紙第3

会社名

注）　　１　 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。　

　　　　 ２ 　CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

　　　　　　　「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

　　　　　　　「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

　　 　　３　記載する工事が、平成22年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、

　　　　　当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

本工事と重複する
場 合 の 対 応 措 置
CORINS登録の有

申請時に
おける他
工事の従
事状況等

工 期 令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日
（現場代理人、主任（監理）技術者等の名称）

有（CORINS登録番号 ） 無

法 令 に よ る 資 格 ・ 免 許

（施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年
月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修了
証番号を記入する。）

工 事 名
発 注 者 名
工 事 場 所
契 約 金 額
工 期
従 事 役 職
工 事 内 容
CORINS登録の有
工 事 名
発 注 者 名

従 事 役 職

（現場代理人、主任（監理）技術者等の名称）

有（CORINS登録番号 ） 無

（都道府県名、市町村名を記入する。）
（百万円単位で記入する）
令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

配　置　予　定　の　技　術　者　(例)

項 目
氏 名
最 終 学 歴

主任技術者又は監理技術者

（学校名、学科名及び卒業年次を記入する。）

工事概要



■工程管理に対する技術的所見

工　　　　程　　　　表

   10  20

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

   10  20    10  20    10  20    10  20

工事名：

会社名：

0

4月

   10  20    10 20    10  20    10  20    10  20    10  20    10  20

属紙第4



別紙第1

分任契約担当官
陸上自衛隊与那国駐屯地
第４４２会計隊長　　　荒木　渉　　殿

 　　　　令和7年6月9日付けで入札公告のありました駐屯地環境整備工事に係る
　　　競争参
加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
　　　　なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する者でないこと、
　　　入札説明書４（１０）、（１１）の条件を満たすこと及び添付書類の内容について事実と相違と相違ないこと
　　　を誓約します。

１ 入札説明書７(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面

２ 入札説明書７(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面

３ 入札説明書7(3)エに定める契約書の写し
（契約書の写しの提出を求める場合のみ）

４ 入札説明書7(3)ウに定める工程表を記載した書面
（工程表の提出を求める場合のみ）

以上

注） ４項は提出者のみ記載して下さい。

一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書　

記



別紙第2

会社名

工

事

名

称

等

工

事

概

要

注）　　１ 　必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

　　　　 ２　 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

　　　　　　「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

　　　　　　「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

　　 　　３　記載する工事が、平成22年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、

　　　　  当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

規模・寸法

使用機材・数量

施工条件

工期

受注形態

構造形式

その他

CORINS登録の有無 　　　有（CORINS登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）　　　　　　 無

同種の工事の施工実績　

工事名

発注機関名

工事場所

契約金額



別紙第3

会社名

注）　　１　 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。　

　　　　 ２ 　CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

　　　　　　　「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

　　　　　　　「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

　　 　　３　記載する工事が、平成22年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、

　　　　　当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

CORINS登録の有 　　　　　有　（CORINS登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　　　 無

申請時に
おける他工
事の従事
状況等

工 事 名

CORINS登録の有 　　　　　有　（CORINS登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　　　 無

発 注 者 名
工 期
従 事 役 職
本工事と重複する
場 合 の 対 応 措 置

最 終 学 歴

法 令 に よ る 資 格 ・ 免 許

工 事 名

配　置　予　定　の　技　術　者　

項 目
氏 名

工事概要
工 期
従 事 役 職
工 事 内 容

発 注 者 名
工 事 場 所
契 約 金 額



属表第1

（中央官庁営繕担当課長連絡調整会議構成員）

（全国営繕主管課長会議構成員）

都道府県
政令市

発注機関・部署等 工事種別 工事規模 時期

中央官庁 発注機関・部署等 工事種別 工事規模 時期



別表第2

要

注）　　１ 　必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。

　　　　 ２　 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。

　　　　　　「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。

　　　　　　「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

　　 　　３　記載する工事が、平成22年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、

４ その他

３ 記載すべき事項に誤りが
ある場合

(1)

工事費内訳明細書が白紙である場合

工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合

数量、単価、金額等の記載が欠けている場合

発注案件名に誤りがある場合

提出業者名に誤りがある場合

工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合

他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極め
て不自然な場合

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

１ 未提出であると認められ
る場合

２ 記載すべき事項が欠けて
いる場合



１　 提供方法
　　 数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。

２   数量書に対する質問等
　　 数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は
    「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。
　　 質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。
　　 なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。
　　 質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。

３ 　数量書の数量及び構成
　⑴ 　数量の算出は、次の基準により算出している。
　　　　ア 　建築工事
　　　　　  「公共建築数量積算基準（平成28年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」

　　　　イ 　土木工事
　　　　　　「土木工事数量調書作成の手引き（平成2年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

　　　　ウ  電気設備工事・機械設備工事
　　　　　 「公共建築設備数量積算基準（平成28年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」
　　　　　 「防衛施設設備積算要領（平成28年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

　　　　エ　 通信工事
　　　　　　「防衛施設設備積算要領（平成28年度版）整備計画局施設技術管理官制定」
　　　　　  「通信工事積算要領（平成28年度版）整備計画局施設技術管理官制定」

　⑵ 　数量書の様式は、次の書式を参考としている。
　　　　ア 　建築工事
　　　　　　「公共建築工事内訳書標準書式（平成28年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」

　　　　イ　 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式（平成28年度版）
　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」

以 上

　　　　　　　「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。

　　 　　３　記載する工事が、平成22年度以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、

　　　　　当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。

数量公開の説明書



分任契約担当官
陸上自衛隊与那国駐屯地
第４４２会計隊長 荒木　渉 殿

住所

商号又は名称

代表者氏名 印

弊社は、過去５年間に防衛省発注の工事（業務）を完成（完了）・引渡ししており
ますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。今回、本工事（業
務）を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めるこ
と、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報について
は、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含
む。）、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しな
いこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万
全を期すことを誓約いたします。

別紙第1
別紙様式第1

誓　　　約　　　書
令和　　年　　月　　日



分任契約担当官
陸上自衛隊与那国駐屯地
第４４２会計隊長 荒木　渉 殿

住所

商号又は名称

代表者氏名 印

弊社は、本工事（業務）を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めるこ
と、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報について
は、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含
む。）、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しな
いこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万
全を期すことを誓約いたします。

別紙第2
別紙様式第2

誓　　　約　　　書
令和　　年　　月　　日



工事名：

　 上記工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」
「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」を作成の上、各１部提出して下さい。また、「同種の施工実績」が
防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事以外の者については、
「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、１部提出して下さい。
　 なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。 

１ 　一般競争参加資格確認申請書 
　(１)　住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印の上申請して下さい。 
　(2)  返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼付した
   　 長３号封筒を申請書と併せて提出して下さい。

２　 同種の工事の施工実績 
　　 貴社が元請（共同企業体による施工は、出資比率が２０％以上とする。）として施工実績のある同種の工事について
　記載して下さい。 　
　(1) 同種の工事とは次の事項を全て満足するものをいいます。 
　　　　　　・
　　　　　　・
　(2) 記載する工事は、令和２年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを１件記載して下さい。 
　　 なお、同種工事との判断が難しい場合は３件程度まで記載されても可とします。 
　(3) 記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を
　　含む。）の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領につ
　　いて（施本建第220号（CCP）。13．12．19）に基づく施工成績評定通知書（以下「施工成績評定通知書」という）並び
　　に工事成績。評定要領について（施本建第134号（CCP）。19．７．30）、工事成績評定要領について（経施第4404号。
　　21．３．31）、工事成績評定要領について（防整技第15542号。27．10．1）又は工事成績評定要領について（防整技
　　第7160号。28．３．31）に基づく工事成績評定通知書「（以下「評定通知書」という。）の写しを添付して下さい。なお
　　紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面（様式自由）により評定通知書の写しの交付
　　を申し出て下さい。　　
　(4) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。 
　(5) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。 
　(6) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。 
　(7) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率 
　　　を記載して下さい。 
　(8) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。 
　(9) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して
　　 下さい。

３ 　配置予定の技術者 
　　 貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載して下さい。 
　(1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。 
　　　 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事
　　を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出し
　　た者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置する
　　ことができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る
　  指名停止等の措置要領について（防整施（事）第150号。28.３.31）（以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指
　　名停止を行うことがあります。 
　　　 入札後、落札者決定までの期間（予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号｡）第８６条の調査期間を含
　　む。)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨
　　の申し出を行って下さい。この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。 
　　　 落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名
　　停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。 
　(2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。 

駐屯地環境整備工事

標準競争参加資格確認申請書作成要領 

記 

用途(土木一式)
草刈り除草及び外柵の撤去・設置



　(3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している
　　 資格等（一級建築士等）を適宜記載して下さい。 
　　　　なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。 
　(4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成22年度以降に完成した工事の中から、代表的な
　　　ものを記載して下さい。 
　(5)　記載する工事が平成22年度以降に完成した防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設の発注した
　　 工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。 
　　　　なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面（様式自由）により評定通知書の 
　　　写しの交付を申し出て下さい。 
　(6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。 
　(7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。 
　(8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。 
　(9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。 
(10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。 
(11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して
　　 下さい。 
(12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者 
　　 の配置予定等を記載して下さい。 
(13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。 

４ 工程管理に対する技術的所見 
　(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。 
　(2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。 
　(3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。 

５ 提出場所、提出方法及び提出期間 
　(1) 提出場所 

〒９０７－１８０１
沖縄県八重山郡与那国町与那国３７６５－１
陸上自衛隊与那国駐屯地　第４４２会計隊
担当　　荒木
TEL　０９８０－８７－３７７１（内線３４６）
FAX  ０９８０－８７－３７７９（直通）

　(2) 提出方法 
　　  持参、郵送（書留郵便に限る。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。）するものとし、電送によるものは受け付
 　けません。

　(3) 提出期間 ：
　  　 ただし、正午から午後１時までの間は受付を行っていませんので注意して下さい。 

６ 競争参加資格の確認 
　　 競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行い、その結果は以下の日付までに書面により通知します。 
　 　日付：

７ 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について 
　(1) 競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。 
　(2) (1)の説明を求める場合には、以下の日付までに持参により提出して下さい。ただし、正午から午後１時までの
  　間は受付を行っていませんので注意して下さい。 なお書面の提出先 については、5(1)と同とします。
　　 日付：
　(3) 説明を求められたときは、以下の日付までに、説明を求めた者に対して、回答書面を送付します。 

８ その他 
　(1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。 
　(2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。 
　(3) 提出された資料は、返却いたしません。 
　(4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。 
　(5) 資料提出に関する問い合わせ先 については、5(1)と同とします。

令和7年7月1日午後5時00分

令和7年6月26日（木）

令和7年6月24日（火）午後5時00分まで



第１ 一般事項
　　　(1) 　この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、一般競争入札の公告、指名通知書（見積依頼書を
　　　　　含む。）、図面、仕様書、入札心得書（又は見積心得書）、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書を
　　　　  よく確認のうえ、入札書（又は見積書）を提出することとする。　　

　　　(2) 　この工事の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
　　　　（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。　

２ 　契約の保証について
　　　(1) 　受注者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による
　　　　保証（瑕疵（かし）担保特約を付したものに限る。）に係る証券を提出しなければならない。
　　　　　　ア 　公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
　　　　　　イ　公共工事履行保証証券の宛名の欄は、以下の内容を記載し、申し込むこと。

(　分任契約担当官　陸上自衛隊与那国駐屯地　第４４２会計隊長　荒木　渉　)
　　　　　　ウ 　証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載さ
　　　　　 　　れるように申し込むこと。
　　　　　　エ　 保証金額は、請負代金額の１０分の３以上とする。また、瑕疵担保特約に係る保証金額は、請負代金額
　　　　　　　の１０分の３とする。
　　　　　　オ　 保証期間は、工期を含むこととすること。
　　　　　　カ 　請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いに
　　　　　　　 ついては、契約担当官等の指示に従うこと。
　　　　　　キ　 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計
　　　　　　　 法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。
　　　　　　ク　 瑕疵担保特約については、債務不履行がなく公共工事履行保証証券による保証を使用しなかった場
　　　　　　　 合は、工事目的物引渡し後、解約することができる。
　　　(2)　 前号の規定にかかわらず、１件につき契約金額が予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条
　　　　　の２第１項に該当し、建設工事請負契約書の作成を省略することができる場合は、契約の保証を付さなくても
　　　　　よいこととする。

３　工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について
　　(1) 　前払保証約款第７条の２に基づく被保証者（発注者）から保証事業会社に対する通知は、建設工事請負契約
　　　　書第３７条第３項に定めるところにより、受注者が直ちに行うこととする。
　　(2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行った時は、その旨を発注者に対して通知することとする。

４　 建設工事請負契約書案について
　　(1) 　第１条関係（総則）
　　　　　ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。
　　　　　イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
　　　　　ウ 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
　　(2)　 第２条関係（関連工事の調整）
　　　　　受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。
　　　　　また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを
　　　 要求することはできない。
　　(3)　 第６条関係（一括委任及び一括下請負の禁止）
　　　　　下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事１件として発注できるような場合及び工事の
　　　　主体的な部分を取りまとめて他の１人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。
　　(4) 　第７条関係（下請負人の通知）
　　　　 「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。
　　(5)　 第１０条関係（現場代理人及び主任技術者等）
　　　　　 ア　 専任の主任技術者又は監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、恒常的な
　　　　　　　雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に３か月以上の雇用関係にあるものをいう。
　　　　　 イ　 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。
　　(6)　 第１１条関係（履行報告） 
　　　　 「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画
　　　　についての報告も含まれる。

標準現場説明書（役務的保証）



　　(7)　 第１７条関係（工事用地の確保等）
　　　　「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。「処分」とは、支給材料又は
　　　貸与品を回収することが含まれる。
　 (8)　第２０条関係（設計図書の変更）
　　　　設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計図書の変更に
　　 伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末）までに行う。
　 (9)　 第２１条関係（工事の中止）
　　　　 第３項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械
　　　器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費
　　　用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
　(10)　 第２６条関係（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
　　　　　ア 　賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（以下「スライド」という。）は、残工事の工期が２か月以上
　　　　　　 ある場合に行う。
　　　　　イ 　第１項の「特別な事情」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上
　　　　　　 げのような特別な要因をいう。
　(11)　第３０条関係（不可抗力による損害）
　　　　　ア 　第４項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
　　　　　イ 　１回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０万円を超えるときは２０万円）に満たない
　　　　　　　ものは、損害額に含めない。
　(12)　 第３６条関係（保証契約の変更）
　　　　　第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還し
　　　　た後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。
　(13) 　第３９条関係（瑕疵担保）
　　　　　第２項における瑕疵担保期間の存続期間は、原則として木造の建物等の建設工事の場合は１年とし、コンク
　　　　リート造等の建物又は土木工作物等又は設備工事等の建設工事は２年とする。ただし、木造の建物等の建設
　　　　工事に設備工事を含めて契約する場合における設備工事の担保期間は１年とする。
　(14)　 第４４条関係（解除に伴う措置）
　　　　　「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
　　　　　「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。

　(15)　 第４５条関係（火災保険等）
　　　　　建設工事請負契約書第５０条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、
　　　　次のとおりとする。
　　　　　なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議することとする。
　　　　ア 　受注者は、次の原因によって起こる損害をてん補できる保険を、付保することとする。
　　　　　　なお、受注者自ら当該保険に付加して付する特約等については、これを妨げるものではない。
　　　　　　(ｱ) 火災、落雷、爆発又は破裂
　　　　　　(ｲ) 台風、せん風、暴風雨の風災
　　　　イ　 保険金は、原則として請負代金額とする。
　　　  ウ　 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後１４日とする。
　　　　エ　 次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。
　　　　　(ｱ) 解体、撤去、分解又は取片づけ工事
　　　　　(ｲ) 建物の基礎工事及び外溝工事
　　　　オ　受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づ
　　　　　き保険契約の変更を行わなければならない。
　　　　カ 受注者は、保険契約を締結（変更も含む。）した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しな
　　　　 ければならない。
　(16)　 第４７条関係（あっせん又は調停）
　　　　　建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央
　　　 建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。
　　　　　なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。

５ 　指導事項について 
　(1) 　建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、
　　 「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた
　　　責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に
　　　努めること。
　(2)　 建設工事の適正な施工の確保について
　　　　ア 　建設業法（昭和２４年法律第１００号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しない
　　　　　こと。



　　　　イ 　下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。
　　　　ウ　 建設業法第２６条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者
　　　　　 又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に常駐して、専らその
　　　　　 職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。この場合
　　　　　において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置することとし、発注者
　　　　　から請求があったときは、資格者証を提示すること。　
　　　　エ　ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
　　(3)　 労働福祉の改善等について
　　　　　建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度
　　　 への加入等労働福祉の改善に努めること。 
　　(4)　 建設業退職金共済制度について
　　　　ア　 建設業者は、建設業退職金共済組合（以下「組合」という。）に加入するとともに、建設業退職金共済制度
　　　　　 の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
　　　　イ 　受注者は、組合の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事契約締結後１か月以内に提出
　　　　　 すること。なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及び
　　　　 　証紙購入予定を併せて申し出ること。
　　　　ウ 　組合に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者は、今後の指名等について考慮
　　　　　　することがある。
　　　　エ 　証紙購入状況を把握するため必要があると認めるときは、関係資料の提出を求めることがある。
　　　　オ 　下請契約を締結する際は、当該契約の受注者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金
　　　　　 中に算入することにより、当該契約受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付を促進すること。
　　　　カ 　下請契約における受注者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、下請契約における
　　　　　 注文者に組合加入手続及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、下請契約における注文者は
　　　 　　積極的に受託するようにすること。
　　　　キ　 受注者は、組合から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識
　　　　　の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。
　　(5)　 ダンプトラック等による過積載等の防止について
　　　　ア　 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
　　　　イ 　過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
　　　　ウ　 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害する
　　　　　　ことのないようにすること。
　　　　エ 　さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないよう
　　　　　 にすること。
　　　　オ 　ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。
　　　　カ 　ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。
　　　　キ　 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を
　　　　　 促進するよう指導すること。
　　　　ク 　工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた
　　　　　 者の車に限って使用すること。
　　　　ケ　 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠けるもの又は
　　　　　 業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
　　　　コ　 アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
　　(6)　 分別解体等実施義務について
　　　　　 受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第９条第１項の規定に
　　　　よる分別解体等をしなければならない。
　　(7)　 防経施第６９９３号（２０．６.５）「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について（通達）」に基づく
　　　 暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。
　　　 ア 　下請等から暴力団を排除するための措置について
　　　　　　 都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事（以下「発注工事」という）から排除するよう
　　　　　要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。
　　　 イ　 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
　　　　　 (ｱ) 　発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、
　　　　       断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必
　　　　　    要 な協力を行うこと。
　　　　　 (ｲ) 　(ｱ)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した
　　　　　　　 書面 により発注者に報告すること。
　　　　　 (ｳ)　 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた
　　　　　　　　場合は発注者と協議を行うこと。



　　  　ウ 　通報等義務を怠った場合の措置について
　　　　　(ｱ) 　暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注
　　　　　　　 者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うこととする。
　　　　  (ｲ) 　(ｱ)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させることとする。
　　　　　(ｳ)　 (ｱ)による指名停止を受けた者については、その旨を公表することとする。
　　　　　(ｴ)　 (ｱ)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないこととする。

　　６　 入門手続について
　　　(1)　 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見
　　　　積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、
　　　　事前に立ち入り月日及び立ち入りしようとする人数等について工事の契約事務をつかさどる部署と調整を行う
　　　　こととする。
　　　(2) 　工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に工事監督官と調整を行い、当該
　　　　施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出の上、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入る
　　　　こととする。

第２ 特記事項

１　工期の厳守について
　　本工事の施工に当たって、工事が遅延することがないよう努めること。

２　本工事の施工期間は、次のとおりとする。

３　本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、次の期間において工事現場への専任を要しないこととする。
(1)　 本工事の契約締結日から現場施工するまでの期間
(2)　 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみ
  　が残っている期間

４　本工事から発生する産業廃棄物は、受注者の負担と責任において、産業廃棄物処理場に運搬、処分することと
 する。なお、処分に先だち、受け入れ条件等を確認し、監督官に報告することとする。

５　発生材について、鉄屑等は監督官の指示する場所に種別毎整理のうえ本工事の施工期間末日までに、発生
材調書とともに引き渡すものとする。それ以外については、請負者の負担において、関係法規に基づき確実に処
分し、処分後官側に産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを提出すること。

６　本工事に使用する電気、上下水道等については有料とし、使用申請等にて許可を受け
　　陸上自衛隊与那国駐屯地第４４２会計隊の指示に従いその代価を支払うものとする。

７　本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。
(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守
(2) 建設工事に係る法令の遵守
(3) 労働福祉の改善
(4) 建設業退職金共済制度の活用
(5) ダンプトラック等による過積載等の防止
(6) 廃棄物の不法投棄の防止

８　特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行う
ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。

　　契約日から令和7年12月19日（金）までの間
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）

６ 解体工事に要する費用等別紙のとおり
 [注] 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第
  １０４号）第９条第１項に規定する対象建設工事の場合は、（１）解体工事に要す

　  る費用、（２）再資源化等に要する費用、（３）分別解体等の方法、（４）再資源
　  化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入した別紙第１、別紙第２又
  は別紙第３を添付するものとする。

７ 住宅建設瑕疵担保責任保険
［注］特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成１９年法律第６６号）
　　第２条第４項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保
　　責任保険に加入する場合は、(１)保険法人の名称、(２)保険金額、(３)保険期間に
　　ついてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受
　  注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した
　  書面を発注者に交付し、説明しなければならない。

　上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと
する。
　また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書
記載の工事を共同連帯して請け負う。
［注］当該工事に係る共同企業体協定書の写しをこの契約書に添付するものとする。
　本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保
有する。

有する。

発注者

　 住　所
受注者 会社名

代表者

第４４２会計隊長　　　荒木　渉

分任契約担当官
陸上自衛隊与那国駐屯地

２　工 事 場 所　 ：　陸上自衛隊与那国駐屯地

３　工 　　 期　　：　　　年　　月　　日から　６年　３月２９日まで

４　請負代金額　　：
　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

５　契約保証金　　：

契約番号

建　設　工　事　請　負　契　約　書（案）

１　工　事　名　　： 駐屯地環境整備工事



（総則）
第１条　発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場
説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(
この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなけ
ればならない。

２　受注者は、契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者
に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

３　仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法
等」という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受
注者がその責任において定める。

４　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
　　この際、秘密を要する調達に係る契約においては、受注者は、特約条項の定めるところ
　により、秘密の保全を確実に行わなければならない。
５　この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけれ
ばならない。

６　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
７　この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
８　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の
定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによるものとす
る。

９　この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９
号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

10　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
11　この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所
とする。 

12　受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同
　企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基
  づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注
　者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わ
　なければならない。

（関連工事の調整）
第２条　発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者
の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工に
つき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該
第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

（請負代金内訳書及び工程表）
第３条　受注者は、この契約締結後１４日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するもの
とする。

３　内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

（契約の保証）
第４条　受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければな
らない。ただし、第４号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険
証券を発注者に寄託しなければならない。

  (1) 契約保証金の納付
  (2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確
　　実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和
　　２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）



　　の保証
　(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
  (4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
２　前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の
　額」という。）は、請負代金の１０分の１以上としなければならない。
３　受注者が第１項第２号から第４号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保
　証は第５４条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもの
　でなければならない。
４　受注者が、第１項第２号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる
　担保の提供として行われたものとし、同項第３号又は第４号に掲げる保証を付したときは
　契約保証金の納付を免除する。
５　請負代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の１０分の１に達する　
　まで、発注者は保証の額の増額を要求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求
　することができる。

（権利義務の譲渡等）
第５条　受注者はこの契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させては
ならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

２　受注者は、工事目的物及び工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第１３条第
２項の規定による検査に合格したもの及び第４０条第３項の規定による部分払のための確
認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し又は抵当権その他の担保の目
的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

３　受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工
に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除
き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならな
い。

４　受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権
の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、
またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）
第６条　受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能
を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

（下請負人）
第７条　発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請
　求することができる。
２　受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１０
　０号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下こ
　の条において「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出
(3) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出

３　前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当



　該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることができる。
 　(1)　受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
　　　ア　当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難と
　　　　なる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
　　　イ　発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる
　　　　届出をし、当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）
　　　　を、受注者が発注者に提出した場合
　 (2)　前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
　　　ア　当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難とな
　　　　る場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
　　　イ　発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から３０日（
　　　　発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当
　　　　の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間）以内に、
　　　　受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
４　受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰（制裁金）とし
　て、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
　(1)　社会保険等未加入建設業者が前項第１号に掲げる下請負人である場合において、
　　同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号イに定め
　　る期間内に確認書類を提出しなかったときは、受注者が当該社会保険等未加入建設業
　　者と締結した下請契約の請負代金額（下請契約締結後、請負代金額の変更があった場
　　合には、変更後の請負代金額）の１０分の１に相当する額
　(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第２号に掲げる下請負人である場合において、同
　　号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内
　　に確認書類を提出しなかったときは、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と
　　締結した下請契約の請負代金額（下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合に
　　は、変更後の請負代金額）の１００分の５に相当する額

（特許権等の使用）
第８条　受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保
　護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工
　方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
　　ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において設計図書に特許権
　等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者
　は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

（監督官）
第９条　発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
　監督官を変更したときも同様とする。
２　監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限と
される事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定める
ところにより、次に掲げる権限を有する。 
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は
　協議

　(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した
　詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若
　しくは検査（確認を含む。）

３　発注者は、２名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれ
の監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任
したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

４　第２項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ
ればならない。

５　この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図
書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。この場合においては、監督官
に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。



（現場代理人及び主任技術者等）
第１０条　受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に定めるところに
　より、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
　 これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人 
(2) 主任技術者（建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）
　又は監理技術者（同法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）
(3)　専門技術者（建設業法第２６条の２に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつ
かさどる者をいう。以下同じ。）

２　現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ
か、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第１２条第１項の請求の
受取、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通知の受取並びにこ
の契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することが
できる。

３　発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び
権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現
場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

４　受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず
自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知し
なければならない。

５　現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができ
る。

（履行報告）
第１１条　受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報
告しなければならない。

（工事関係者に関する措置請求）
第１２条　発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術
者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適
当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を
採るべきことを請求することができる。

２　発注者又は監督官は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（これらの者と現
場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請
負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるとき
は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求
することができる。

３　受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定
し、その結果を請求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。

４　受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に
対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することがで

　きる。
５　発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し
その結果を請求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。

（工事材料の品質及び検査等）
第１３条　工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書に、その
  品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質（営繕工事にあっては、均衡を得た
品質）を有するものとする。

２　受注者は、設計図書において監督官の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）
を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを

  使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負
担とする。

３　監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に
応じなければならない。

４　受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬
出してはならない。

５　受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料
については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。



（監督官の立会い及び工事記録の整備等）
第１４条　受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調合について見本
  検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当
該検査に合格したものを使用しなければならない。

２　受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定された工事につい
　ては、当該立会いを受けて施工しなければならない。
３　受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において
  見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工を
するときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監
督官の請求があったときは当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

４　監督官は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当
　該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。
５　前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため
　その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に通知した上当該立会い又は見本検
査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
　この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行った
ことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請
求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

６　第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録
の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

（支給材料及び貸与品）
第１５条　発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する
建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所
及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

２　監督官は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の
負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、
受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定
めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなけ
ればならない。

３　受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、
発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

４　受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、
品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見するこ
とが困難であったものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨
を直ちに発注者に通知しなければならない。

５　発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において必要
があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは
貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性
能を変更し、又は理由を明示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用
を請求しなければならない。

６　発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品
名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

７　発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代
　金額を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８　受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
９　受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不



用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
１０　受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその
　返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に

　  復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
１１　受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監
  　督官の指示に従わなければならない。

（寄託機械機器）
第１６条　受注者は、発注者が指定する寄託者（以下「寄託者」という。）が保有する据付
けを要する機械機器（以下「寄託品」という。）を寄託者から寄託されたときは、その品
名、数量、引渡場所及び引渡時期については、設計図書に定めるところにより監督官の立

　会いの上その引渡しを受けるものとする。
２　受注者は、前項の引渡しを受けたときは、その受領書を監督官を通じて寄託者に提出し
　なければならない。
３　発注者は、必要があるときは、第１項の寄託品の数量、品質、規格、引渡場所及び引渡
　時期を変更することができる。
４　発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金
額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

５　受注者は、自己の故意又は過失により寄託品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還
　が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害
　を賠償しなければならない。

（工事用地の確保等）
第１７条　発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
　（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別
の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければならない。

２　受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな
　い。
３　工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において当該工
　事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
 （下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。）が
あるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片
付けて、発注者に明け渡さなければならない。

４　前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又
は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当

　該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合にお
いては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ること
ができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければ
ならない。

５　第３項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の
　意見を聴いて定める。

（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等）
第１８条　受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督官がその
改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適
合が監督官の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があ

　ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたと
　きは必要な費用を負担しなければならない。
２　監督官は、受注者が第１３条第２項又は第１４条第１項から第３項までの規定に違反し
　した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査する
　ことができる。
３　前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる
相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注
者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。

４　前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。



（条件変更等）
第１９条　受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは
その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。

（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

　(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又
　は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

　(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が
　　生じたこと。
２　監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発
　見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
　ただし、受注者が立会いに応じない場合には受注者の立会いを得ずに行うことができる。
３　発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対して採るべき措置を指示する
　必要があるときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、調査の終了後１４日以内に、受注
者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があ
るときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

４　発注者は、前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要が
あると認められるときは、第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂
正する必要があるもの又は同項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事
目的物の変更を伴うものは発注者が行わなければならない。ただし、同項第４号又は第５

　号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者
とが協議して発注者が行わなければならない。

５　前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要が
あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした
きは必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更）
第２０条　発注者は、前条第４項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは設計図
書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において

　発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者
に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（工事の中止）
第２１条　工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す
　べり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という
）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し
くは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発
注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中

　止させなければならない。
２　発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注
　者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
３　発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工
事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施
工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費
用を負担しなければならない。

（著しく短い工期の禁止）
第２２条　発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時
　間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が
　困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。



（受注者の請求による工期の延長）
第２３条　受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受
注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないと
きは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。

２　発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるとき
　は、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべ
　事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注
　者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（発注者の請求による工期の短縮等）
第２４条　発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更
　を受注者に請求することができる。
２　発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し
　又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（工期の変更方法）
第２５条　工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始
　の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
２　前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す
るものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第２２条の場合にあっては
、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求
を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の
日を定め、発注者に通知することができる。

（請負代金額の変更方法等）
第２６条　請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
　ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注

　者に通知する。
２　前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す
るものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を

　通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め発注者に通知することができる。
３　この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に
　発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第２７条　発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から１２月を経過した後に日
　本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認め
　たときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２　発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
　以下同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動
　前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額
　の１，０００分の１５を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
３　変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指
　数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以
　内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
４　第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行
　うことができる。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直
　前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
５　特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生
　じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ
　か、請負代金額の変更を請求することができる。
６　予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフ
　レーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発
　注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することがで
　きる。



７　前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議し
　て定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合にあっては、発
　注者が定め、受注者に通知する。
８　第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受
　注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を
　行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、
　協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

（臨機の措置）
第２８条　受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなけ
ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監
督官の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この
限りでない。

２　前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督官に直ちに通知しなけ
ればならない。

３　監督官は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対し
て臨機の措置を採ることを請求することができる。

４　受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要
した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認め
られる部分については、発注者が負担する。

（一般的損害）
第２９条　工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工
事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第３１条第１項に規定する
損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第６０条
第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責
めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

（第三者に及ぼした影響）
第３０条　工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し
　なければならない。ただし、その損害（第５７条第１項の規定により付された保険等によ
りてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき
由により生じたものについては、発注者が負担する。

２　前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地
　盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害
を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管
理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

３　前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、
発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

（不可抗力による損害等）
第３１条　工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当
　該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができな
　いもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工
　事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、そ
の事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２　発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害（受
注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第５７条第１項の規定によ

　り付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。
）の状況を確認しその結果を受注者に通知しなければならない。

３　受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を
　発注者に請求することができる。
４　発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、
当該損害の額（工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器

　具であって第１３条第２項、第１４条第１項若しくは第２項又は第４０条第３項の規定に
よる検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに
係る額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（第６項において
「損害合計額」という。）のうち請負代金額の１００分の１を超える額を負担しなければ
ならない。



５　損害の額は次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害

　　　損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその
評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害
　　　損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残

存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

　　　損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該
　　　工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物
　　　に相応する償却費の額を差し引いた額とする。

　　ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額
　記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

６　数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力
　による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは　「損害の額
  の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要
する費用の額の累計」と、「請負代金額の１００分の１を超える額」とあるのは「請負代
金額の１００分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とみなして同項の規
定を適用する。

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）
第３２条　発注者は第８条、第１５条、第１６条、第１８条から第２１条まで、第２３条、
　第２４条、第２７条から第２９条まで、前条又は第３５条の規定により請負代金額を増額
すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の
増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合にお
いて、設計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。
　ただし、協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注
者に通知する。

２　前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し
なければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担
すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協
議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

（検査及び引渡し）
第３３条　受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
２　発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査官」という。）は、前
項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から１４日以内に受注者の立会い
の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認をするための検査を完了し、当
該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査官
は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最
小限度破壊して検査することができる。

３　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
４　発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡
しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

５　発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金
の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は
、当該請求に直ちに応じなければならない。

６　受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受
けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成と見なして前５項の
規定を適用する。



（請負代金の支払）
第３４条　受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求すること
ができる。

２　発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から４０日以内に請
負代金を支払わなければならない。

３　発注者がその責めに帰すべき理由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、
その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項にお
いて「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅
延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超え
た日において満了したものとみなす。

（部分使用）
第３５条　発注者は、第３３条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、受注者
の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

２　前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し
なければならない。

３　発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注
者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

（中間検査）
第３６条　発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定
する出来形部分について検査を行うことができる。

（前金払）
第３７条　受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする
　公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契
　約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の
　以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
２　発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から１４日以内に前
　払金を支払わなければならない。
３　受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に
　関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保障契約を締結し、その保証証
　書を発注者に寄託して、請負代金額の１０分の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求
　することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
４　受注者は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ
　発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場
　合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認
　定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
５　受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の
１０分の４（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは１０分の６）から

　受領済みの前払金額（同項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、当該中間
　前払金の額を含む。以下この条から第３９条まで、第４３条、第５２条及び第５６条にお
　いて同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができ
　る。この場合　においては、第２項の規定を準用する。
６　受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後
の１０分の５（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは１０分の６。次

　項において同じ。）を超えるときは、請負代金額が減額された日から３０日以内にその超
過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第４０条又は第４１条の規定

　による支払をしようとするときは、発注者は、この支払額の中からその超過額を控除する
ことができる。

７　受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した
　場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、その超
過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であると
きは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の１０分の５の額を差し引いた
額を返還しなければならない。

８　発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に
つき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年
2.5パーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）
第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率）の割合で計算した額の遅延利息の支払を
請求することができる。



（保証契約の変更）
第３８条　受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支
　払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄
託しなければならない。

２　受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約
　を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
３　受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり
　その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）
第３９条　受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、
　仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充
当してはならない。

２　前項の場合において、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに払出しが行われるもの
については、前払金の１００分の２５を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場
管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することが
できる。

（部分払）
第４０条　受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び
　製造工場等にある工場製品（第１３条第２項の規定により監督官の検査を要するものにあ
っては当該検査に合格したもの、監督官の検査を要しないものにあっては設計図書で部分
払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の１０分の９以
内の額について、次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができ

　る。ただし、この請求は工期中回を超えることができない。
２　受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分
又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に
請求しなければならない。

３　発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から１４日以内に、受注者の立会
　いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認
　の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると
　認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検
査することができる。

４　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
５　受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
　この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から１４日以内に部分払金を支払わな
　ければならない。
６　部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は
、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第３項前段の通知をした日から
１０日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

　　部分払の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代金額）
７　第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合において
は、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の
対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。



（部分引渡し）
第４１条　工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを
　受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該
指定部分の工事が完了したときについては、第３３条中「工事」とあるのは「指定部分に
係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項
及び第３４条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、こ

　れらの規定を準用する。
２　前項の規定により準用される第３４条第１項の規定により請求することのできる部分引
　渡しに係る請負代金の額は、次の式により算出する。この場合において、指定部分に相応
　する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定
　により準用する第３３条第２項の検査の結果を通知した日から１４日以内に協議が整わな
　い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

（第三者による代理受領）
第４２条　受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を
　代理人とすることができる。
２　発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提
　出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、
　当該第三者に対して第３４条（第４１条において準用する場合を含む。）又は第４０条の
　規定に基づく支払をしなければならない。

（前払金等の不払に対する受注者の工事中止）
第４３条　受注者は、発注者が第３７条、第４０条又は第４１条において準用される第３４
条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず
支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合
においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しな

　ければならない。
２　発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要がある
　と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工
　事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施
　工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費
　用を負担しなければならない。

（契約不適合責任）
第４４条　発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合
　しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修
　補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の
　追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
第４４条の２　発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に
　対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。た
　だし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求するこ
　とができない。
２　前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、
　発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３　第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期
　間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請
　求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすること
　なく、直ちに代金の減額を請求することができる。
 　(1) 履行の追完が不能であるとき。
 　(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
　 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
　 　履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履
　　 行の追完をしないでその時期を経過したとき。
　 (4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追
　　 完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

　　　部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金額／請負代金額）



(発注者の任意解除権）
第４５条　発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第４７条の規定によるほか、
　必要があるときは、この契約を解除することができる。
２　発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした
　ときは、その損害を賠償しなければならない。

（発注者の催告による解除権）
第４６条　発注者は、次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催
　告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、そ
　の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして
　軽微であるときは、この限りでない。
　　(1)　受注者が第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれ
　　　を提出したとき。
　　(2)　受注者が正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しない
　　　とき。
　　(3)　受注者が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する
　　　 込みがないと認められるとき。
　　(4)　受注者が第１０条第１項第２号に掲げる者を配置しなかったとき。
　　(5)　受注者が正当な理由なく、第４４条又は第４４条の２の履行の追完がなされない
　　　とき。
　　(6)　受注者が前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

（発注者の催告によらない解除権）
第４７条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を
　解除することができる。
　　(1)　第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
　　(2)　第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用
　　　 したとき。
　　(3)　この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
　　(4)　引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物
　　 　を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないもので
　　　 あるとき。
　　(5)　受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した
　　 　とき。
　　(6)　受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行
　 　　を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした
　　 　目的を達することができないとき。
　　(7)　契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に
　　 　履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履
　　　 行しないでその時期を経過したとき。
　　(8)　前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催
　　 　告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明
　　　 らかであるとき。
　　(9)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７
　　　 号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力
　　　 団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴
　　　 力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認め
　　　 られる者に請負代金債権を譲渡したとき。
   (10)　第５０条又は第５１条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
　 (11)　受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。
　　　 以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。
　　　 ア　役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合には
　　　　 その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表
　　　　 者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。
　　　 イ　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
　　　 ウ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
　　　　 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
　　　 エ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する
　　　　 など直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認めら
　　　　 れるとき。



　　　 オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認
　　　　 められるとき。
　　　 カ　下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がア
　　　　 からオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと
　　　　 認められるとき。
　　　 キ　受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、原材料等
　　　   の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）
　　　　 に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかっ
　　　　 たとき。

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第４８条　第４６条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由による
　ものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（公共工事履行保証証券による保証の請求）
第４９条　第４条の２第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事
　履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第４６条各号又は第４７条
　各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づ
　き、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することがで
　きる。
２　受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者（以下
「代替履行業者」という。）から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者
　の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該
　権利及び義務を承継させる。
　　(1)　請負代金債権（前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に
　　　 既に支払われたものを除く。）
　　(2)　工事完成債務
　　(3)　契約不適合を保証する債務（受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るも
　　　のを除く。）
　　(4)　解除権
　　(5)　その他この契約に係る一切の権利及び義務（第３０条の規定により受注者が施工
　　　 した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。）
３　発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各
　号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
４　第１項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証
　券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注
　者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務（当該保証
　金の支払われた後に生じる違約金等を含む。）は、当該保証金の額を限度として、消
　滅する。

（受注者の催告による解除権）
第５０条　受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行
　の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただ
　し、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照
　らして軽微であるときは、この限りでない。

（受注者の催告によらない解除権）
第５１条　受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが
　できる。
　(1)　第２０条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少した
　　 とき。
　(2)　第２１条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の
　　 ５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場
　　 合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中
　　 止が解除されないとき。



（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第５２条　第５０条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもの
　であるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。

（解除に伴う措置）
第５３条　発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分
　を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受
　けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する
　請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があ
　ると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊
　して検査することができる。
２　前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
３　第１項の場合において、第３７条の規定による前払金があったときは、当該前払金の
　額（第４０条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払
　金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
　この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第
　４６条、第４７条又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の
　支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセント（政府契約の支払遅延防止等
　に関する法律第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率）の割合で計算した額の利
　息を付した額を、解除が第４５条、第５０条又は第５１条の規定によるときにあっては
　、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
４　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料及び寄託品
　があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、
　発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料及び寄託品が受注
　者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格し
　なかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又
　は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
５　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、
　当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注
　者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して
　返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
６　受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者
　が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所
　有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。）があるときは、
　受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者
　に明け渡さなければならない。
７　前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、
　又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ
　て当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場
　合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し
　出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担
　しなければならない。
８　第４項前段及び第５項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等について
　は、この契約の解除が第４６条、第４７条又は次条第３項の規定によるときは発注者が
　定め、第４５条、第５０条又は第５１条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を
　聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者の採るべ
　き措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
９　工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理について
　は発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。



（発注者の損害賠償請求等）
第５４条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じ
　た損害の賠償を請求することができる。
　　(1)　工期内に工事を完成することができないとき。
　　(2)　この工事目的物に契約不適合があるとき。
　　(3)　第４６条又は第４７条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除さ
　　　れたとき。
　　(4)　前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の
　　　履行が不能であるとき。
２　次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代
　金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ
　ばならない。
　　(1)　第４６条又は第４７条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除され
　　　たとき。
　　(2)　工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責
　　　めに、帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
３　次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。
　　(1)　受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６
　　　年法律第７５号）第７４条第１項の規定により選任された破産管財人
　　(2)　受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成
　　　１４年法律第１５４号）第６７条第１項の規定により選任された管財人
　　(3)　受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成
　　　１１年法律第２２５号）第２条第２項の規定により選任された再生債務者等
４　第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する
　場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の
　責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は
　適用しない。
５　第１項第１号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分
　に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセント(国の
　債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条第１項本文に
　規定する財務大臣が定める率）の割合で計算した額を請求するものとする。
６　第２項の場合（第５０条第９号及び第１１号の規定により、この契約が解除された場
　合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の
　提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金
　に充当することができる。

（受注者の損害賠償請求等）
第５５条　受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた
　損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取
　引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものである
　ときは、この限りでない。
　　(1)　第５０条又は第５１条の規定によりこの契約が解除されたとき。
　　(2)　前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履
　　  行が不能であるとき。
２　第３４条第２項（第４１条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の
　支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5
　パーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項に規定する財務大臣
　が決定する率）の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

（契約不適合責任期間等）
第５６条　発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第３３条第４項又は第５項（第４
　１条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条
　において単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を
　理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以
　下この条において「請求等」という。）をすることができない。



２　前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発
　注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わな
　い。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合につい
　ては、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。
３　前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該
　請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
４　発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下こ
　の項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）のうちに契約不適合を知り、
　その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前
　項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をした
　ものとみなす。
５　発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約
　不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等を
　することができる。
６　前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき
　には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによ
　る。
７　民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
８　発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項
　の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す
　る請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知って
　いたときは、この限りでない。
９　この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第９
　４条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質
　確保の促進等に関する法律施行令（平成１２年政令第６４号）第５条に定める部分の瑕
　疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）について請求等を行うことの
　できる期間は、１０年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10　引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の
　指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等を
　することができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りな
　がらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

（火災保険等）
第５７条　受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同
　じ。）等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これ
　に準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。
２　受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わる
　ものを直ちに発注者に提示しなければならない。
３　受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付した
　ときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

（制裁金等の徴収）
第５８条　受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指
　定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期
　間を経過した日から請負代金の支払の日まで年3パーセント(国の債権の管理等に関
　する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める率）の割合で計算した
　利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは
　追徴する。
２　前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセント
  （国の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定め
　る率）の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

（違約金に関する特約）
第５９条　受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次のいずれかに該当したと
　きは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（この契約締結後、請負代金額の
　変更があった場合には、変更後の請負代金額）の１０分の１に相当する額を違約金（損
　害賠償額の予定）として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。



　　(1)　この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭
  　 　和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又
　 　　は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反し
　 　　たことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独
  　　 占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付
　　　 命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定し
　　　 た当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含
　　　 む。）。
　　(2)　納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令
　　 （これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」
　　　 という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、
　　　 受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場
　　　 合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
　　　 ）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反す
　　　 る行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
　　(3)　納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第
　　　 １号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな
       った取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係
　　　 る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定した
　　　 ときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行
　　   期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当
       該取引分野に該当するものであるとき。
　　(4)　この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑
　　　 法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しく
　　　 は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

第６０条　受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者
　は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセント(国
　の債権の管理等に関する法律施行令第２９条第１項本文に規定する財務大臣が定める
　率）の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（あっせん又は調停）
第６１条　この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協
　議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約
　に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業
　法による建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりそ
　の解決を図る。
２　前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監
　理技術者若しくは専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負
　人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争
　については、第１２条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項
　の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条
　第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあ
　っせん又は調停を請求することができない。

（仲裁）
第６２条　発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停に
　より紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意
　書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

（情報通信の技術を利用する方法）
第６３条　この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、
　請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない
　限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
　法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければ
　ならない。



（補則）
第６４条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協
議して定める。

（特約条項）
第６５条　談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項のほか、
　　　　以下の条項を示す
　　　　・　建設工事等に係る特定秘密の保護に関する特約条項
　　　　・　適正評価に関する特約条項
　　　　・　建設工事等に係る秘密の保全に関する特約条項
　　　　・　建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項
　　　　・　価格に市場性のない機器製造等を含む工事の建設工事請負契
約に係る資料
　　　　　の信頼性確保及び調査の実施に関する特約条項



　別紙第１

（談合等の不正行為に係る解除）
第１条　甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一
　部を解除することができる
　一　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確
　　保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条
　　又は第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）
　　の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３
　　において読替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行った
　　とき、又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定による課徴金の納付を
　　命じない旨の通知を行ったとき
　二　乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使
　　用人）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独
　　占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
２　乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の２第１８項又は
　第２１項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に
　提出しなければならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）
第２条　乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又
　は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金
　として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
　一　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は同法第８条
　　の２（同法８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定によ
　　る排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
　二　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同
　　法第８条の３において読替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付
　　命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
  三　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１８項又
　　は第２１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
  四　乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合であっては、その役員又は使
　　用人）が刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規
　　定による刑が確定したとき。
２　乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、
　前項の契約金額の１０分の１に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当す
　る額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
　一　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項及び
　　第７項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
　二　当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
　三　乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出し
　　ているとき。
３　乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。
４　第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場
　合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

談合等の不正行為に関する特約条項



別紙第２

（属性に基づく契約解除）
第１条　甲は、警視庁又は都道府県警本部の暴力団排除対策を主管とする課の長（以下
　「暴力団対策主管課長」という。）への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知に
　より、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することがで
　きる。
 (1)　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法
　　人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）
　　の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している
　　者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
　　３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力
　　団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
 (2)　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損
　　害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
 (3)　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
　　など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
　　とき
 (4)　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
　　どしているとき
 (5)　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
２　乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生
　年月日を含む。）ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及
　び生年月日の一覧表とする。）及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの
　提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するも
　のとする。

（行為に基づく契約解除）
第２条　甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合
　は、本契約を解除することができる。
 (1)　暴力的な要求行為
 (2)　法的な責任を超えた不当な要求行為
 (3)　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 (4)　偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為
 (5)　その他前各号に準ずる行為

（暴力団排除に関する表明及び確約）
第３条　乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっ
　ても該当しないことを確約する。
２　乙は、前２条各号の一に該当する者（以下「排除対象者」という。）を下請負者等
（下請負者（再下請負以降の全ての下請負者を含む。）、受任者（再委任以降の全ての
　受任者を含む。）及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の
　当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。

（下請負者等に関する契約解除）
第４条　乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに
　当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにし
　なければならない。
２　甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請
　負者等の契約を承認したとき、又は不当な理由がないのに前項の規定に反して当該下
　請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措
　置を講じないときは、本契約を解除することができる。

暴力団排除に関する特約条項



（損害賠償等）
第５条　甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、
　これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
２　乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合に
　おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
３　甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定によりこの契約の全部又は一部を解
　除した場合は、代金（一部解除の場合は、解除部分に相当する代金）の１０パーセ
　ントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
４　前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、
　甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（不当介入に対する通報・報告）
第６条　乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう
　ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」と
　いう。）を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させる
　とともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査
　上必要な協力を行うものとする。



別紙第３

（受注者の一般義務）
第１条　受注者は、主たる契約条項に基づく特定秘密の保護に関しては、この特約条項
　及び附属する建設工事等に係る秘密保全対策ガイドラインの定めるところにより、万全
　を期さなければならない。
２　受注者は、その代表者、代理人、使用人その他の従業者（以下総称して「従業者」
　という。）、下請負を行う場合においてはその相手方（複数の段階で下請負が行われ
　る場合の当該下請負先を含む、以下同じ。以下「下請負先」という。）の従業者その
　他特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号。以下「令」と
　いう。）第１２条第１項第１号の規定に基づき防衛大臣が指名した特定秘密の保護に
　関する業務を管理する者（以下「特定秘密管理者」という。）が受注者の求めにより
　特定秘密を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件（当該文書又は図面を基に
　作成した秘密の表示のある文書、設計計算書、設計図面、施工図及び電磁的記録を除
　く。以下「特定資料」という。）、特定資料を基に作成した特定秘密を記録する文書、
　設計計算書、設計図面、施工図及び電磁的記録等（以下「特定図面等」という。）又
　は特定秘密を化体する物件及び製造途上にある仕掛品並びにこれらにより構成される
　物件（以下「特定物件」という。）を取り扱う場所への立入りを許可した者の故意又は過
　失により特定秘密が漏えいしたときであっても、その責任を免れることはできない。

（交付・保有）
第２条　特定秘密管理者は、特定資料、特定図面等又は特定物件（以下「特定資料等」
　という。）を受注者に保有させ、又は交付するときは、当該特定資料等を受注者に保
　有させ、又は交付する旨を記載した文書を添えて、保有させ、又は交付するものとする。
２ 前項の交付を行う場合において、当該特定資料等が次の各号に掲げる情報に係るも
のであるときは、特定秘密管理者は、特定秘密の表示に加え、当該各号に定める表示
をするものとする。ただし、既にＮＡＴＯ ＳＥＣＲＥＴの表示がされているものについては、
改めて当該表示をすることを要しない。
　　(1)　秘密軍事情報（秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国
　　   政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第１条（ａ）に規定する秘密軍事情報であ
　　　ってアメリカ合衆国政府から受領したものをいう。第２１条第３項第１号において同
　　　 じ。）　 米国政府
　　(2)　北大西洋条約機構秘密情報（北大西洋条約機構から受領した情報又は資料で
　　　 あって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の
       協定第１条（ⅱ）に規定する秘密の指定を受けているものをいう。第２１条第３項第
       ２号において同じ） 　ＮＡＴＯ ＳＥＣＲＥＴ
　　(3)　仏国秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の
　　　協定第１条（ａ）に規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したも　
　　  のをいう。第２１条第３項第３号において同じ。）　 仏国政府
　　(4)　豪州秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の
　　　協定第１条ａに規定する秘密情報であって、オーストラリア政府から受領したものを
　　　いう。第２１条第３項第４号において同じ。） 　豪州政府
　　(5)　英国秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイ
　　　ルランド連合王国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、グレー
　　　トブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。第２１条第３
　　 項第５号において同じ。） 　英国政府
　　(6)　インド秘密軍事情報（秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する
　　　日本国政府とインド共和国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密軍事情報で
　　　あって、インド共和国政府から受領したものをいう。第２１条第３項第５号において
　　　同じ。）　 インド政府

建設工事等に係る特定秘密の保護に関する特約条項



（受注者の秘密保全規則の変更の際の許可等）
第３条　受注者は、審査を実施した者の審査を受けた令第１４条に規定する規程（以下
　「秘密保全規則」という。）並びに特定秘密の保護に関する業務を管理する者（以下
　「業務管理者」という。）、特定秘密の保護に関する教育の内容及び特定秘密の保護
　のために必要な施設設備（以下「施設設備」という。）の状況に変更がある場合には、
　あらかじめ、変更に関する資料の審査を実施した者に提出し、その承認を得なければ
　ならない。
２ 　受注者は、毎年、審査を実施した者が指示する時期に、令第１４条に従って講じた
　措置の内容を、報告しなければならない。

（業務管理者の責任）
第４条　受注者は、業務管理者に、特定秘密の表示その他の特定秘密の保護を適切に
　管理するための措置を講じさせなければならない。

（従業者に対する特定秘密の保護に関する教育）
第５条　受注者は、従業者に対し特定秘密の保護に必要な知識の習得及び意識の高揚
　を図るための教育を実施しなければならない。
２　受注者は、新たに特定秘密の取扱いの業務を行うこととされている従業者に対する
 前項の教育については、当該特定秘密の取扱いの業務を行う前に実施しなければなら
 ない。
３　受注者は、第１項の教育を特定秘密の取扱いの業務を行う従業者が少なくとも年１
 回受講できるよう実施しなければならない。ただし、必要な場合は、当該教育を臨時に
 実施することを妨げない。

（従業者の範囲の決定）
第６条　受注者は、秘密保全規則等に基づき、特定秘密の取扱いの業務を行う従業者
　の範囲を決定するに当たっては、従業者個人単位で行い、その範囲は当該特定秘密
　を知得させる必要性を考慮して最小限にとどめなければならない。
２ 　受注者は、前項で決定した従業者の範囲を、この特約条項締結後、特定秘密を取り
　扱わせる前に、特定秘密管理者に報告しなければならない。
３　 受注者は、第１項の従業者の範囲を変更するときは、あらかじめ、特定秘密管理者
　に報告しなければならない。

（適正評価の事務）
第７条　受注者は、その従業者について、防衛大臣が行う適性評価（特定秘密の保護に
　関する法律（平成２５年法律第１０８号。以下「法」という。）第１２条第１号の適性評価を
　いう。以下同じ。）に関し、別紙「適性評価に関する特約条項」に規定する事務を行うも
　のとする。

（従業者への周知）
第８条　受注者は、特定資料等の交付若しくは特定秘密の伝達を受けたとき又は特定秘
　密を保有するときは、当該特定秘密を取り扱う従業者にその旨を周知しなければなら
　ない。



（特定資料等の保護措置）
第９条　受注者は、特定資料等を当該特定秘密を取り扱う従業者以外の者に供覧しては
　ならない。
２ 　受注者は、当該特定秘密を取り扱う従業者であっても、作業に必要な限度を超えて
　特定資料等を供覧してはならない。
３　受注者は、主たる契約に別途定められている場合を除き、特定資料等を作成しよう
　とするときは、あらかじめ、特定秘密管理者の許可を得なければならない。
４　 前項の場合、受注者は、実施の細部について特定秘密管理者と協議し、特定秘密管
　理者又はその指名する者の立会いのもと行わなければならない。
５　 受注者は、特定資料等を作成したときは速やかにその旨を特定秘密管理者に書面に
　より報告するとともに、特定秘密管理者より必要な指示を受けるものとする。
６ 　受注者は、特定資料等の作成において完成に至らなかったものについては、特定秘
　密管理者の指示に従い、特定秘密管理者に引き渡し、又は特定秘密として指定された
　情報を探知することができないよう、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能
　な方法により、確実に廃棄しなければならない。

（下請負先への交付及び伝達の承認）
第１０条　受注者は、特定資料等の交付、又は特定秘密の伝達を、発注者との間におけ
　る法第５条第４項又は法第８条第１項に規定する契約（以下「保全契約」という。）
　を締結した下請負先であって、当該保全契約に基づき当該特定秘密を保有することが
　でき、又は交付を受けることができる者（以下「特定秘密取扱事業者」という。）以
　外の者に行ってはならない。
２ 　受注者は、特定秘密取扱事業者に特定資料等を交付し、又は特定秘密を伝達すると
　きは、特定秘密管理者の承認を得るものとする。
３   前項の規定に基づき交付する特定資料等を返却させる場合には、受注者は、交付の
　際に、特定秘密管理者の指示を受け、業務管理者に当該特定資料等の返却の時期を
　明示させるものとする。

（運搬の方法）
第１１条　特定資料等を運搬するときは、受注者は、当該特定秘密の取扱いの業務を行
　う従業者の中から指名した従業者に携行させるものとする。
２ 　受注者は、前項の規定により運搬することができないとき又は運搬することが不適
　当であるときの運搬の方法については、特定秘密管理者の指示に従うものとする。

（交付の方法）
第１２条　受注者は、特定資料等を交付するときは、受領書等に、名宛人又はその指名
　する者（第１０条第２項の承認を受けた特定秘密取扱事業者の従業者であって、当該
　特定秘密を取り扱う者に限る。）の受領印の押印を受けるなど、受領の記録を残すも
　のとする。
２　 特定資料等は、郵送により交付してはならない。

（文書及び図画の封かん等）
第１３条　受注者は、特定秘密である情報を記録する文書若しくは図画を運搬し、又は
　交付するときは、それを外部から見ることができないように封筒若しくは包装を二重
　にして封かんするものとする。

（物件の包装等）
第１４条　受注者は、特定秘密である情報を記録する物件、又は特定物件を運搬し、又
　は交付するときは、窃取、破壊、盗見等の危険を防止するため、運搬容器に収納し、
　施錠するなどの措置を講ずるものとする。



（電気通信による交付）
第１５条　受注者は、特定資料又は特定図面等（物件を除く。）を電気通信の方法によ
　り交付するときは、暗号措置等必要な措置を講ずるものとする。ただし、インターネ
　ットを介した電子メール又はストレージサービスを利用しての交付はしてはならない。

（特定資料等の接受）
第１６条　受注者は、封かんされている特定秘密である情報を記録する文書若しくは図
　画は、名宛人又はその指名する従業者（当該特定秘密を取り扱う者に限る。）でなけ
　れば開封させてはならない。
（伝達の方法）

第１７条　受注者は、特定秘密を伝達するときは、その旨を明らかにするとともに、当
　該特定秘密の内容を筆記することを差し控えるよう伝えるなど、その保護につき注意
　を促すための必要な措置を講ずるものとする。
２ 　受注者は、特定秘密の伝達を電話で行ってはならない。
３　 受注者は、特定秘密を伝達する場合には、盗聴等の防止に努めるものとする。

（特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等）
第１８条　特定秘密である情報を記録する電磁的記録の取扱いに当たっては、受注者
　は、これをスタンドアローンの電子計算機又はインターネットに接続していない電子計
　算機であって、かつ特定秘密を取り扱う従業者のみがアクセスできる措置が講じられ
　たものとして、業務管理者が認めたもので取り扱わなければならない。
２ 　受注者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を前項の電子計算機で取り
　扱うときは、当該電磁的記録の電磁的記録媒体への書き出し及び印刷の記録を保存
　しなければならない。
３　受注者は、特定秘密を取り扱う従業者が特定秘密である情報を記録する電磁的記録
　を可搬記憶媒体に記録する場合は、パスワード設定又は暗号化措置による秘匿措置を
　講じさせなければならない。ただし、当該措置を講ずることにより主たる契約の履行
　に著しい支障が生じる恐れがあり、当該措置を講じないことについて特定秘密管理者
　の承認を受けた場合はこの限りではない。

（特定資料及び特定図面等並びに特定物件の保管）
第１９条　特定資料及び特定図面等の保管に当たっては、受注者は、三段式文字盤鍵
　のかかる金庫若しくは鋼鉄製の箱又はこれらに準じる強度を有する保管容器にこれを
　保管しなければならない。
２　 受注者は、特定秘密である情報を記録する電磁的記録を記録する電子計算機には、
　その盗難、紛失等を防止するため、当該電子計算機の端末をワイヤで固定する等の必
　要な物理的措置を講ずるものとする。
３ 　第１項の規定は、特定秘密である情報を記録する可搬型記憶媒体に準用する。
４ 　受注者は、特定物件については、第１項及び第２項の規定を準用し、保管しなけれ
　ばならない。ただし、特定物件の形状等により、当該措置によることができない場合
　は、特定秘密管理者と協議し、適切と認める措置により保管するものとする。

（その他保管のための施設設備）
第２０条　受注者は、前条に定めるもののほか、特定資料等を保護するための施設設
　備について、間仕切りの設置、裁断機の設置等特定秘密の保護に必要な措置を講じ
  なければならない。



（特定秘密の表示等）
第２１条　受注者は、特定秘密を保有するとき、自ら特定資料等を作成したとき又は特
　定秘密の伝達を受けたときは、当該特定秘密又は特定資料等について、法第３条第
　２項各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。　
２　 前項の場合において、受注者は、法第３条第２項第１号に掲げる措置を講ずる際に、
　特定秘密管理者から別に指示のある場合は、その表示をしなければならない。
３   第１項の場合において、当該特定資料等が次の各号に掲げる情報に係るものであ
　 るときは、受注者は、前２項の表示に加え、当該各号に定める表示をしなければなら
   ない。ただし、、既にＮＡＴＯ ＳＥＣＲＥＴの表示がされているものについては、改めて
   当該表示をすることを要しない。
　　(1) 秘密軍事情報米国政府
　　(2) 北大西洋条約機構秘密情報ＮＡＴＯ ＳＥＣＲＥＴ
　　(3) 仏国秘密情報仏国政府
　　(4) 豪州秘密情報豪州政府
　　(5) 英国秘密情報英国政府
　　(6) インド秘密軍事情報インド政府

（指定の有効期間の満了に伴う措置）
第２２条　受注者は、特定秘密管理者から令第８条第１項第２号の規定に基づく特定秘
　密の指定の有効期間が満了した旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料
　等であったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準
　ずる方法によりこれを抹消した上で、令第８条第２項に規定する指定有効期間満了表
　示をしなければならない。
２　前項の場合において、受注者は、法第３条第２項第２号に掲げる措置を受けた者に
　対し、当該指定の有効期間が満了した旨を書面により通知しなければならない。
３　第１項の場合において、受注者は、当該指定の有効期間が満了した旨を当該指定に
 係る情報を取り扱う従業者（当該指定の有効期間の満了について前項の通知を受けた
 者を除く。）に周知しなければならない。

（指定の有効期間の延長に伴う措置）
第２３条　受注者は、特定秘密管理者から令第９条第１号の規定に基づく特定秘密の指
　定の有効期間を延長した旨の通知を受けたときは、法第３条第２項第２号に掲げる措
　置を受けた者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の
　有効期間が満了する年月日を書面により通知しなければならない。
２　前項の場合において、受注者は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後
 の当該指定の有効期間が満了する年月日を当該指定に係る情報を取り扱う従業者（
 当該指定の有効期間の延長について前項の通知を受けた者を除く。）に周知しなけれ
 ばならない。

（指定の解除に伴う措置）
第２４条　受注者は、特定秘密管理者から令第１１条第１項第２号の規定に基づく特定
　秘密の指定が解除された旨の通知を受けたときは、当該指定に係る特定資料等であ
　ったものについて、特定秘密の表示に赤色の二重線を付すことその他これに準ずる
  方法によりこれを抹消した上で、令第１１条第２項に規定する指定解除表示をしなけ
  ればならない。
２　前項の場合において、受注者は、法第３条第２項第２号に掲げる措置を受けた者に
　対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を書面により通知しなければならない。
３　第１項の場合において、受注者は、当該指定が解除された旨及びその年月日を当
 該指定に係る情報を取り扱う従業者（当該指定の解除について前項の通知を受けた
 者を 除く。）に周知しなければならない。



（登録及び管理）
第２５条　受注者は、特定秘密を保有したとき、特定資料等の交付若しくは特定秘密の
　伝達を受けたとき又は自ら特定資料等を作成したときは、速やかに、その旨を帳簿に
　登録しなければならない。
２　受注者は、特定資料等の貸出し、回収、返却又は廃棄を行ったときは、速やかに、
 その旨を帳簿に登録しなければならない。
３　受注者は、第２２条から第２４条までの措置を講じたときは、速やかにその旨を帳
 簿に登録しなければならない。

（実施報告）
第２６条　受注者は、特定資料等を接受、作成、送達又は廃棄（第３２条の規定により
　廃棄した場合を除く。）したときは、速やかに、特定秘密管理者に対し、その旨を書
　面により報告しなければならない。
２　前項に規定する報告は、作成した特定資料等、又は作成において完成に至らなかっ
 た特定資料等であって、特定秘密管理者の指示を受けたものの取扱いを含めて行うも
 のとする。

（立入制限措置等）
第２７条　受注者は、特定資料等が取り扱われている場所について、当該特定資料等を
　取り扱う従業者、第１０条第２項の承認を受けた特定秘密取扱事業者の従業者であっ
　て当該特定秘密を取り扱う者及び発注者と保全契約を締結した他の事業者の従業者
　であって、受注者の求めに応じ特定秘密管理者が許可した者（以下「特定秘密取扱事
　業者の従業者等」という。）以外の立入りを禁止しなければならない。
２　前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に立
　ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
３　第１項の場所を新設し、又は変更したときは、当該施設において特定秘密の取扱い
  を開始する前に、特定秘密管理者の承認を得なければならない。
４　受注者は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定秘密取扱事業者の従業者等以
　外の者を、みだりに第１項に規定する場所に立ち入らせ、又はその付近に必要以上に
　近づかせてはらない。
５　受注者は、当該特定秘密を取り扱う従業者及び特定秘密取扱事業者の従業者等に
　対しても、作業に必要な限度を超えて、第１項に規定する場所に立ち入らせてはならな
　い。

（携帯型情報通信・記録機器の持込制限）
第２８条　受注者は、携帯型情報通信・記録機器の特定資料等が取り扱われている場所
　への持込みを禁止しなければならない。
２　 やむを得ず持込みが必要となった場合には、受注者は、特定秘密管理者の事前の
　承諾を得た上で、持ち込む携帯型情報通信・記録機器について、インストールされて
　いるソフトウェアを確認するなど特定秘密の漏えいを防止するための措置を講じなけ
　ればならない。

（特定資料等の返却等）
第２９条　受注者は、特定秘密管理者が交付した特定資料等及び当該特定資料等に関
　し作成したすべての特定資料等を主たる契約が終了（契約解除の場合も含む。）した
　後直ちに特定秘密管理者に返却し、又は提出しなければならない。ただし、特定秘密
　管理者が特定資料等の廃棄又は保持を認めた場合はこの限りではない。



（検査）
第３０条　受注者は、特定秘密の取扱いの業務を管理するため必要な帳簿を整備し、
　毎月１回以上特定秘密の取扱いの状況について検査を行い、特定秘密管理者に結
　果を報告しなければならない。
２　特定秘密管理者は、前項に規定する報告を受けるほか、受注者の特定秘密の取扱
　い状況について自ら調査する必要があると認めるときは、特定秘密管理者が別に指
　定する職員に検査及び指導を行わせることができる。
３　 受注者は、特定秘密管理者が乙の下請負先に対し、検査等を行うときは、特定秘
　密管理者の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。

（特定資料等の取扱いの記録）
第３１条　受注者は、業務管理者に、特定資料等の閲覧その他取扱いの経過を明確に
　するため、特定資料等を取り扱った従業者の氏名、日時、その他特定秘密管理者が
　指示した事項の記録を保存させるものとする。

（緊急事態に際しての廃棄）
第３２条　受注者は、特定資料等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急
　の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合
　は、特定秘密として指定された情報を探知することができないよう、焼却、粉砕、細断、
　溶解、破壊等の復元不可能な方法により、当該特定資料等を廃棄しなければならな
　い。
２ 　受注者は、前項の規定に基づき、特定資料等を廃棄する場合には、あらかじめ特
　定秘密管理者を通じて防衛大臣の承認を得なければならない。ただし、その手段がな
　い場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後速やかにその旨を特定秘密管理者を通
　じて防衛大臣に報告しなければならない。
３ 　前項ただし書きに規定する報告は、特定資料等の奪取その他特定秘密の漏えいの
　おそれがある緊急の事態に際し、廃棄した特定資料等の概要、その漏えいを防止する
　ため他に適当な手段がないと認められる場合に該当する理由及び廃棄に当たって用
　いた方法を書面により報告するものとする。

（事故発生時等の措置）
第３３条　受注者は、特定秘密の漏えい、特定資料等の紛失、破壊等の事故が発生し
　たとき（それらの疑い又はおそれがあるときを含む。）、又はこの規則に定める秘密
  保護のための措置に抵触するような事態が発生したときは、直ちに事故の内容に応
　じた適切な措置を講ずるとともに、把握し得る限りの全ての内容を特定秘密管理者
　に報告しなければならない。
２ 　受注者は、前項に規定する報告後、事故の原因のほか、特定秘密管理者から指
　示があった事項について詳細な調査を行い、速やかにその結果を特定秘密管理者
　に報告しなければならない。

（違約金の請求）
第３４条　発注者は、別に定める建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関
　する違約金条項の規定に基づき違約金を請求することができる。

（関連資料等の保存）
第３５条　受注者は、建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金
　条項の規定に基づき違約金を請求できる期間が満了するまでの間は、主たる契約、
　帳簿等、特定秘密の保護や取扱いに関する資料等を保存しなければならない。



（下請負の禁止）
第３６条　発注者は、特定秘密の取扱いに係る業務（物件の輸送、施設の警備その他
　の役務であって、特定秘密の内容を知り得ないと認められるものを除く。）を第三者に
　下請負してはならない。ただし、下請負を行う場合は、あらかじめ、発注者に対し、
　下請負の相手方、契約内容、取り扱わせる特定秘密を特定する事項、特定秘密の
　保護の手段等を記した書面を添えて、発注者の許可を得なければならない。
２ 　前項の規定により下請負を行う場合において、下請負先は、特定秘密取扱事業者
　でなければならない。
３ 　受注者は、第１項の規定により下請負を行う場合、下請負先による特定秘密及び
　特定資料等の適切な取扱いを確保するため、当該下請負先の作成する秘密保全規
  則等下請負先における特定秘密を取り扱う従業者の名簿、その他特定秘密及び特定
　資料等の秘密保全のための措置の実施状況等を確認しなければならない。
４ 　前３項の規定は、受注者が外部の機関に特定資料の閲覧が必要な品質システム
　の審査を委託する場合に準用する。
５ 　受注者は、下請負先と下請負の契約を締結し、又は契約の内容を変更したときは、
　下請負先に対し下請負の契約書の写しを発注者に提出するよう指導しなければなら
　ない。ただし、受注者が当該下請負の契約書の写しを発注者に提出した場合はこの
　限りではない。

（保全契約の解除等）
第３７条　発注者は、受注者が本特約の規定に違反したときは、催告を要さずに本契約
　の一部又は全部を直ちに解除することができる。この場合において、発注者は受注者
　及び下請負先に対して損害賠償の責を負わないものとする。
２ 　下請負先の責に帰すべき事由により、発注者が当該下請負先との保全契約を解除
　する場合は、発注者は受注者にその旨を通報するものとする。この場合において、発
　注者は受注者に対して損害賠償の責を負わないものとする。
３ 　受注者が下請負先との契約を解除する場合は、事前に甲にその旨を通報しなけれ
　ばならない。



別紙第４

（候補者名簿の提出）
第１条　受注者は、その従業者に特定秘密を取り扱わせるため防衛大臣による適性評
　価を実施する必要があると認めるときは、その者の氏名、生年月日、所属する部署、
　役職名及び法第１２条第１項各号のうち該当する号その他参考となる事項を記載し、
　又は記録した名簿を作成し、これを特定秘密管理者に提出しなければならない。
２　受注者は、前項の名簿に記載し、又は記録した事項に変更があるときは、速やか
　に、特定秘密管理者に通知しなければならない。

（適性評価の実施に関する協力）
第２条　受注者は、評価対象者について照会があった場合に必要な報告を行うこと、評
　価対象者及びその上司等に対する面接等の実施に便宜を図ることなど、防衛大臣が
　実施する適性評価に必要な協力を行わなければならない。

（適性評価結果等通知書その他の文書の管理）
第３条　受注者は、適性評価の結果が記された文書その他適性評価の実施に当たり特
　定秘密管理者に送付し、又は特定秘密管理者から送付された文書の管理を、次の各
　号に定めるところにより行わなければならない。
　　(1) 　漏えい又は滅失の防止その他安全管理のための措置を厳格に行うこと。
　　(2) 　用済後速やかに廃棄し、適性評価の結果適性があると認められた旨特定秘密
　　　管理者が通知した文書は送付日から５年、その他の文書は送付日から１年を超え
　　　て保存しないこと。

（評価結果その他の個人情報の目的外利用の禁止）
第４条　受注者は、評価対象者が適性評価の実施に同意しなかった事実、適性評価の
　結果適性がないと認められた事実その他適性評価に関し特定秘密管理者から通知
　される個人情報を、法令に基づく場合を除き、特定秘密の保護以外の目的のために
　利用し又は第三者に提供してはならない。

（特定秘密の取扱業務の停止）
第５条　受注者は、適性評価の結果適性があると認められた従業者であって、現に特
　定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしている者につい
　て、特定秘密管理者から、新たな適性評価の結果として、適性がないと認められた旨
　通知があったときは、直ちに、当該従業者が特定秘密を取り扱わないよう措置しなけ
　ればならない。特定秘密管理者から、法第１２条第１項第３号の規定に該当するため、
　適性に疑義がある旨通知されたときも同様とする。

（事後の事情の変化に関する報告）
第６条　受注者は、過去５年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者で
　あって、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとし
　ている者について、次に掲げる事情があると認めた場合には、速やかに特定秘密管
　理者に報告しなければならない。
　　(1)　 外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があったこと。
　　(2)　 罪を犯して検挙されたこと。
　　(3)　 懲戒処分の対象となる行為をしたこと。
　　(4)　 情報の取扱いに関する規則に違反したこと。
　　(5)　 違法な薬物の所持、使用等薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと。
　　(6)　 自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わ
　　　せ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥ったこと。
　　(7)　 飲酒により、けんか等の対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支障を生じ

適性評価に関する特約条項



　　　させたりしたこと。
　　(8)　 裁判所から給与の差押命令が送達されるなど経済的な問題を抱えていると疑
　　　われる状況に陥ったこと。
　　(9)　上記のほか、特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じ
　　　たこと。

（従業者が派遣労働者である場合の措置）
第７条　受注者は、乙の指揮命令の下に労働する派遣労働者（労働者派遣事業の適正
　な運用の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２
　条第２号に規定する派遣労働者をいう。）である従業者について、第１条の名簿に登
　載する場合には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を当該名簿に記載し、
　又は記録するとともに、当該従業者を雇用する事業主に対し、当該名簿に登載した旨
　を通知しなければならない。
　　(1)　 派遣労働者である旨
　　(2) 　当該従業者についての予定している業務内容
２ 　受注者は、受注者の指揮命令の下に労働する派遣労働者である従業者について
　特定秘密管理者から次に掲げる事項を通知された場合には、当該通知の内容を書面
　により、当該従業者を雇用する事業主に通知しなければならない。
　　(1)　適性評価実施責任者に提出する名簿に登載しないこと。
　　(2)   適性評価を実施することについて防衛大臣の承認が得られたこと、又は得られ
　　　　なかったこと。
　　(3)　 当該従業者が適性評価の実施についての同意をしなかったことにより適性評
　　　 価が　実施されなかったこと。
　　(4) 　当該従業者が同意を取り下げたことにより適性評価の手続が中止されたこと。
　　(5)　 適性評価の結果。
　　(6)　 当該従業者が法第１２条第１項第３号の規定に該当するため、適性に疑義が
　　　　あること。
３ 　受注者は、過去５年以内に適性評価の結果適性があると認められた従業者であっ
　て、現に特定秘密を取り扱っている者又は新たに特定秘密を取り扱わせようとしてい
　る者が受注者の指揮命令の下に労働する派遣労働者である場合には、当該従業者
　を雇用する事業主が当該従業者について第６条の事情があると認めたときに、受注
　者に確実に報告をさせる必要な措置を講じなければならない。
４ 　受注者は、受注者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主に対
　し、第１項又は第２項の通知をしたときは、当該通知をした文書について、これが第
　３条の規定に準じて適切に管理されるよう、必要な措置を講じなければならない。
５ 　受注者は、評価対象者が派遣労働者である従業者の場合には、当該従業者を雇
　用する事業主に対し、当該従業者が適性評価の実施に同意をしなかった事実、適性
　評価の結果適性がないと認められた事実その他適性評価に関し受注者を経由して特
　定秘密管理者から通知される個人情報を、法令に基づく場合を除き、特定秘密の保
　護以外の目　的のため利用し、又は第三者に提供しないよう必要な措置を講じなけれ
　ばならない。

（契約履行後における受注者の義務）
第８条　第３条、第４条並びに前条第４項及び第５項の規定は、契約履行後においても
　準用する。



別紙第５

（受注者の一般義務）
第１条　受注者は、主たる契約条項に基づく秘密の保全に関しては、この特約条項及び
　附属する建設工事等に係る秘密保全対策ガイドライン（第９条第１項において「特約
　条項等」という。）の定めるところにより秘密保全の万全を期さなければならない。
２ 　受注者は、受注者の従業員、下請負を行う場合においてはその相手方（以下「下請
　負者」という。）その他発注者により秘密の表示のある秘密に属する文書又は図画（当
　該文書又は図面を基に作成した秘密の表示のある文書、設計計算書、設計図面、施
　工図及び電磁的記録等を除く。以下「特定資料」という。）、特定資料を基に作成した
　秘密の表示のある文書、設計計算書、設計図面、施工図及び電磁的記録等（以下「
　特定図面等」という。）又は秘密の指定のある秘密に属する物件（以下「特定物件」と
　いう。）を取扱う場所への立ち入りが許可された者の故意又は過失により秘密が漏え
　いしたときであっても、その責任を免れることはできない。

（送達）
第２条　発注者は、特定資料、特定図面等又は特定物件を受注者に交付するときは、
　当該特定資料、当該特定図面等又は当該特定物件に秘密の表示を付すとともに、
　当該特定資料、当該特定図面等又は当該特定物件を受注者に交付する旨を記載し
　た書面を添えて、送達するものとする。
２ 　前項の場合において、当該特定資料、当該特定図面等又は当該特定物件が次の
　各号に掲げる情報に該当するときは、発注者は、秘密の表示に加え、当該各号に定
　める表示を付すものとする。ただし、既にＮＡＴＯ ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ又はＮＡＴＯ 
　ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤの表示が付されているものについては、改めて当該表示を付すこと
　を要しない。
　　(1)　 秘密軍事情報（秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本
　　　　国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定書第１条（ａ）に規定する秘密軍事情
　　　  報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。第６条第２項第１号に
　　　　おいて同じ。）　 米国政府
　　(2)　 北大西洋条約機構秘密情報（北大西洋条約機構から受領した情報又は資料
　　　　であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間
　　　　の協定第１条（ⅱ）に規定する秘密の指定を受けているものをいう。第６条第２項
　　　　第２号において同じ。）ＮＡＴＯ ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ又はＮＡＴＯ ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤ
　　(3)　 仏国秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間
　　　　の協定第１条（ａ）に規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領し
　　　　たものをいう。第６条第２項第３号において同じ。）　 仏国政府
　　(4)　 豪州秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の
　　　　協定第１条ａに規定する秘密情報であって、オーストラリア政府から受領したもの
　　　　をいう。第６条第２項第４号において同じ。） 　豪州政府
　　(5)　 英国秘密情報（情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイ
　　　　ルランド連合王国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、グ
　　　　レートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。第６条
　　　　第２項第５号において同じ。） 　英国政府
　　(6)　 インド秘密軍事情報（秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する
　　　　日本国政府とインド共和国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密軍事情報
　　　　であって、インド共和国政府から受領したものをいう。第６条第２項第６号におい
　　　　て同じ。）　インド政府

（特定資料及び特定図面等の保全措置）
第３条　受注者は、主たる契約の説明書、仕様書、計算書、図表等のうち、特定資料及
　び特定図面等を秘密の取扱いの業務に従事する者（以下「関係社員」という。）以外
　の者に供覧してはならない。
２ 　受注者は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定資料及び特定図
　面等を供覧してはならない。

建設工事等に係る秘密の保全に関する特約条項



（特定物件の保全措置）
第４条　受注者は、特定物件について、その保管中取扱いの慎重を期して、関係社員
　以外の者に供覧してはならない。
２ 　受注者は、関係社員であっても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧して
　はならない。

（特定資料、特定図面等及び特定物件の複製等）
第５条　受注者は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し、特定
　図面等を複製若しくは製作し、又は特定物件の設計資料、見取図等の複製若しくは
　写真撮影をする場合は、あらかじめ、発注者の許可を得なければならない。
２ 　受注者は、主たる契約又は前項の発注者の許可により特定資料の複製、特定図
　面等の複製若しくは製作又は特定物件の設計資料、見取図等の複製若しくは写真撮
　影をする場合は、あらかじめ、実施の細部について発注者と協議し、発注者又は発注
　者の代理者の立会のもとおこなわなければならない。
３ 　第１項に規定する特定資料、特定図面等及び特定物件の複製等において完成に
　至らなかったものは、発注者の指示に従い、秘密として探知することが困難となるよ
　う、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の方法により、確実に破棄しなければならない。　

（秘密の表示等）
第６条　受注者は、特定資料若しくは特定物件を複製したとき、又は特定図面等を複製
　若しくは製作したときは、これらに秘密、登録番号等の表示を付さなければならない。
２ 　前項の場合において、当該特定資料、当該特定図面等又は特定物件が次の各号
　に掲げる情報に該当するときは、受注者は、秘密、登録番号等の表示に加え、当該
　各号に定める表示を付さなければならない。ただし、既にＮＡＴＯ ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ
　又はＮＡＴＯ ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤの表示が付されているものについては、改めて当該表示
　を付すことを要しない。
　　(1)　 秘密軍事情報米国政府
　　(2)　 北大西洋条約機構秘密情報ＮＡＴＯ ＣＯＮＦＩＤＥＮＴＩＡＬ又はＮＡＴＯ
　　　　ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤ
　　(3)　 仏国秘密情報仏国政府
　　(4)　 豪州秘密情報豪州政府
　　(5)　 英国秘密情報英国政府
　　(6)　 インド秘密軍事情報インド政府
（実施報告）
第７条　受注者は、特定資料、特定図面等若しくは特定物件を接受、複製、送達、製作
　若しくは発注者からの指示により破棄したとき、又は第５条に規定する特定物件の設
　計資料、見取図等を複製若しくは写真撮影をしたときは、速やかに、発注者に対し、
　その旨を書面により報告しなければならない。

（立入禁止措置）
第８条　受注者は、特定資料、特定図面等又は特定物件が取り扱われている場所につ
　いて、立入りを禁止しなければならない。
２ 　前項の規定により立入りを禁止した場合、当該場所を管理する者は、当該場所に
　立ち入ってはならない旨の掲示その他立入禁止に必要な措置を講じなければならない。
３　 受注者は、関係社員以外の者を、みだりに第１項に規定する場所に立ち入らせ、又
　はその付近に必要以上に近づかせてはならない。
４ 　受注者は、関係社員に対しても、作業に必要な限度を超えて、第１項に規定する場
　所に立ち入らせてはならない。



（秘密保全規則等）
第９条　受注者は、社（工事現場）内における秘密の保全を確実に行うため、この特約
　条項締結の日から１箇月以内（着手の時期が１箇月以内に到来するときは、着手の日
　まで）に特約条項等に基づき、秘密の保全に関する規則及び秘密保全実施要領（以
　下「秘密保全規則等」という。）を作成のうえ、発注者の確認を受けるものとする。た
　だし、秘密保全規則等が既に作成され、発注者の確認済みのものであるときは、特別
　の指示がない限り、届出をすれば足りる。
２ 　受注者は、前項により発注者の確認を受けた秘密保全規則等を変更するときは、
　あらかじめ、発注者に届出なければならない。

（特定資料の返却等）
第１０条　受注者は、発注者が交付した特定資料、特定図面等及び特定物件並びに第
　５条の規定により複製、製作又は写真撮影をしたすべての資料を契約終了後、直ち
　に、発注者に返却し、又は提出しなければならない。
２　 受注者は、契約履行中であっても、前項の資料に秘密指定の条件として示されてい
　る秘密の指定期間が満了した場合は、直ちに、当該資料を発注者に返却し、又は提
　出しなければならない。

（検査）
第１１条　受注者は、秘密の取扱いのため必要な簿冊を整備し、毎月１回以上秘密の
　保全状況について点検を行い、発注者又は発注者の代理者の検査を受けなければ
　ならない。
２ 　発注者又は発注者の代理者は、必要があると認めたときは、前項の検査を行うほ
　か、秘密の保全の状況を検査し、又は必要な指示を受注者に与えることができる。

（保管状況報告）
第１２条　受注者は、毎月、特定資料、特定図面等及び特定物件の保管の状況を発注
　者に報告しなければならない。

（特定資料、特定図面等又は特定物件を取り扱う場所の新設等）
第１３条　受注者は、特定資料、特定図面等又は特定物件を取り扱う場所を新設し、
　又は変更するときは、あらかじめ、発注者の確認を受けなければならない。

（事故発生時の措置）
第１４条　受注者は、秘密の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措
　置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかに、その
　詳細を発注者に報告しなければならない。このほか、それらの事故の疑い又は事故
　につながるおそれのある場合には、受注者は、適切な措置をとるとともに、速やかに、
　その詳細を発注者に報告しなければならない。
２ 　発注者は、別に定める建設工事等に係る秘密保全の確保に関する違約金条項の
　規定に基づき違約金を請求することができる。

（保全教育）
第１５条　受注者は、関係社員に対し、年間計画を立て、保全教育を実施しなければな
　らない。
２ 　受注者は、保全教育を実施する場合は、その内容及び実施方法について、この特
　約条項締結の日から１箇月以内（着手の時期が１箇月以内に到来するときは、着手
　の日まで）に発注者の確認を受けなければならない。ただし、その内容等が既に発注
　者の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
３　 受注者は、前項の規定により発注者の確認を受けた事項に変更がある場合には、
　あらかじめ、発注者の確認を受けなければならない。
４ 　受注者は、毎年、発注者が指示する時期に、保全教育の実施状況を、発注者に報
　告しなければならない。



（下請負）
第１６条　受注者は、特定資料若の複製、特定図面等の複製、製作又は特定物件の取
　付け、複製等を第三者に下請負させてはならない。ただし、下請負を行う場合は、あら
　かじめ、発注者に対し、下請負の相手方、契約内容、秘密保全の手段等を記した書面
　を添え、発注者の許可を得なければならない。
２　 前項の規定より下請負を行う場合において、下請負者は、本省の契約担当官等と
　秘密の保全に関する規程を含む契約を結んでいる者でなければならない。
３ 　第１項の規定により下請負を行う場合において、物件の輸送、施設の警備その他
　秘密の内容を知り得ないと認められる役務を提供する者については、前項に規定す
　る本省の契約担当官等との契約を要しない。
４ 　第１項及び第２項の規定は、受注者が部外の機関に品質システムの審査を委託す
　る場合に準用する。
５ 　受注者は、第１項に規定する場合を除き、特定資料、特定図面等又は特定物件を
　第三者に提供してはならない。

（契約の解除）
第１７条　下請負者の責に帰すべき事由により、発注者が当該下請負者との契約を解
　除する場合は、発注者は受注者にその旨を通報するものとする。この場合において、
　発注者は受注者に対して損害賠償の責を負わないものとする。
２ 　受注者が下請負者との契約を解除する場合は、事前に発注者にその旨を通報し
　なければならない。
３ 　受注者の責に帰すべき事由により、発注者が受注者との契約を解除する場合は、
　発注者は受注者の下請負者との契約を解除することができる。この場合において、
　発注者は当該下請負者に対して損害賠償の責を負わないものとする。

（秘密の取扱いの業務の終了に伴う措置等）
第１８条　事故の発生その他の事由（第１０条の規定によるものを除く。）により、発注者
　が受注者による特定資料の複製、特定図面等の複製、製作等又は特定物件の取付
　け、複製等の一部又は全部をやめさせることが適切であると認めたときは、受注者は、
　速やかに、発注者の指示に従い、特定資料、特定図面等又は特定物件の返却、破　
　棄その他必要な措置を講じなければならない。



別紙第６

第１条　受注者は、秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号）第２条第
　１項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第
　２６号）第２条第１項に規定する「秘密」又は特定秘密の保護に関する法律（平成２５
　年法律第１０８号）第３条第１項に規定する「特定秘密」（以下「秘密等」という。）
　であって、秘密の保全に関する特約条項又は特定秘密の保護に関する特約条項に
　基づき受注者が保全又は保護すべきものを当該秘密等に接する権限のない者に漏
　えい（以下単に「漏えい」という。）したことを発注者が証明した場合は、発注者が契
　約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、次の各号に掲げる基準に従い
　発注者が指定する期間内に違約金を支払わなければならない。ただし、受注者が、
　を証明したとき　当該秘密等　の漏えいについて、自己の責に帰すべからざる事由
　により生じたことは、この限りでない。
　　(1)　 漏えいした秘密等の区分に応じて、それぞれ次に掲げる金額
　　　ア　「秘密」のときは、契約金額の１００分の５
　　　イ　「特定秘密」のときは、契約金額の１００分の７．５
　　(2) 　次のアからウまでの事由に該当する場合には、前号に掲げる金額に、それ
　　　　ぞれ当該アからウまでに掲げる金額を加算
　　　ア　秘密等の漏えいが受注者の故意又は重大な過失によると認められるときは、
　　　　前号に掲げる金額と同額
　　　イ　受注者が発注者に対し、秘密等の漏えいの事実を直ちに報告しなかったと
　　　　きは、前号に掲げる金額に１００分の５０を乗じた額
　　　ウ　受注者が発注者に対し、秘密等の漏えいに関し虚偽の報告をしたときは、
　　　　前号に掲げる金額に１００分の５０を乗じた金額
　　(3)　 受注者が過去１０年以内に秘密等を漏えい（当該漏えいが本契約に係るも
　　　 のであるか、発注者と受注者間の他の契約に係るものであるかを問わない。）
　　  　し、発注者により第１号のいずれかに該当するものとして違約金を請求されて
 　　　いた場合においては、今回漏えいした秘密等の区分に応じて同号に掲げる金
　　　 額と同額を加算
　　(4) 　前号に規定する場合における当該過去の秘密等の漏えいが第２号に掲げ
　　 　る加算事由のいずれかに該当するとされた場合であって、今回の秘密等の漏
　　　 えいが当該加算事由と同一の事由に該当するときは、前号に掲げる金額の加
 　　　算に加えて、当該加算事由に応じて第２号に掲げる金額と同額を加算 
　　(5)　 秘密等の漏えいが、第２号のイ又はウに掲げる事由に該当せず、かつ、受
　　　注者の極めて軽微な過失によると認められるときは、第１号、第３号及び前号
　　　の規定にかかわらず、契約金額の１００分の５以内で発注者が定める金額
２　 受注者が複数の秘密等を一の行為において漏えいした場合は、漏えいした各
　秘密等について算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
３ 　受注者が発注者との間の複数の契約において保全又は保護すべきものとされ
　ている秘密等を漏えいした場合において、いずれの契約の履行における漏えいか
　受注者が証明できないときは、当該秘密等が漏えいした疑いがある各契約につい
　て算出した違約金の額の最高額をもって違約金の額とする。
４ 　受注者が違約金を発注者の指定する期間内に支払わない場合は、受注者は
　当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの
　割合で計算した額の延納利息を発注者に支払わなければならない。

第２条　受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間は、受注者が発注
　者から秘密等を指定した旨の通知を受けたときから、当該秘密等の指定にかかる
　期間（発注者が当該期間を延長する旨受注者に通知した場合は、当該延長後の
　期間）が終了するまで、又は発注者が秘密等の指定を解除するまでとする。
　ただし、発注者が受注者に秘　密等を提供する場合は、当該秘密等を受注者が
　受領したときからとする。

建設工事等に係る秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項



２ 　前項に定める受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間に受注者が
　秘密等を漏えいしたときは、当該期間又は当該期間経過後３年を経過するまでの
　間、発注者は、受注者に対して前条の規定に基づく違約金を請求できるものとする。
３ 　本違約金条項が付されている契約が終了し、又は解除された場合であっても、
　第１項に定める受注者が秘密等を保全又は保護する責任がある期間及び前項の
　規定に基づ　き発注者が受注者に対して違約金を請求できる期間は、本違約金条
　項は、なおその効力を有するものとする。

第３条　本違約金条項の規定は、これに基づく違約金とは別に発注者がその損害に
　つき受注者に対し賠償を請求することを妨げない。



別紙第7

　発注者及び受注者は、資料の信頼性確保に関し、建設工事請負契約書に次の内
容の特約条項を定める。

（原価資料の提出）
第１条　受注者（当該契約に基づく機器の製造又は役務の全部又は一部を第三者に
　請け負わせる場合にあっては、当該第三者を含む。以下本特約条項において同じ。）
　は、契約締結後速やかに、請負代金に対応した機器の製作又は役務に関する原価
　資料を発注者に提出するものとする。

（関係資料等の保存）
第２条　受注者は、機器の製作又は役務の実際原価を確認するために必要となる
　作業報告書、出勤簿及び給与支払明細書に相当する帳簿類（電子データを含む。）
　を、当該契約に係る事業場を単位として、請負代金の支払が完了した日の属する
　年度（出納整理期間に係る支払は前年度に支払があったものとみなす。）の翌年
　度の４月１日から起算して１年間保存するものとする。

（調査の受入）
第３条　受注者は、発注者が必要と認めた調査（実際原価を確認するために帳票類
　等の数値の整合性その他これに類する必要事項を確認する調査をいう。）について、
　あらかじめ発注者から通知を受けた場合には、これに協力するものとする。

（虚偽の資料提出に対する違約金）
第４条　受注者は、次の各号の一に該当する資料において、虚偽の資料を提出又は
　提示したことを発注者がこの契約の履行中及び履行後に第３条の調査により確認
　したときは、請負代金と受注者が契約履行のために適正に支出し又は負担した費
　用に適正利益を加えた金額との差額と同一額を違約金として発注者に支払わなけ
　ればならない。
　　⑴　 第１条の規定に基づき提出した原価資料
　　⑵ 　発注者が受注者の実際原価を確認する際に、甲に提出又は提示した資料
２ 前項の違約金の支払は、損害賠償義務の存否及び範囲に影響を及ぼさない。

価格に市場性のない機器製造等を含む工事の建設工事請負契
約に係る資料の信頼性確保及び調査の実施に関する特約条項



1 件 名 駐屯地環境整備工事

2 工 事 場 所 陸上自衛隊与那国駐屯地

3 入 札 金 額 ￥　　　　　　　　　　　　　

4 入 札 保 証 金 免　除

分任契約担当官

陸上自衛隊与那国駐屯地

第４４２会計隊長　荒木　渉　殿

住　　所

会 社 名

代表者名 印

入　　札　　書

　上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等
を承諾の上、入札いたします。

　また、当社は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項に
ついて誓約いたします。

令和７年７月１１日



令和７年７月１１日

分任契約担当官

陸上自衛隊与那国駐屯地

第４４２会計隊長　荒木　渉　殿

住　　所

会 社 名

代表者名 印

工事件名： 駐屯地環境整備工事

　　　別紙のとおり、上記工事にかかる工事費内訳書について提出します。

工事費内訳明細書



工事名：駐屯地環境整備工事

工事費内訳明細書

直接工事費

共通仮設費計 Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ

現場管理費

一般管理費等

工事価格

金額（円）

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

Ａ（ａ+ｂ+ｃ+ｄ）

工事等


